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○
 
第

2
4
条

①
１

　
法

律
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

　
平

成
3
3
年

1
月

1
日

単
身

児
童

扶
養

者
の

町
民

税
非

課
税

措
置

の
対

象
へ

の
追

加

○
 
第

3
4
条

の
7

２
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

6
月

1
日

（
寄

付
金

税
額

控
除

）
特

例
控

除
額

の
措

置
対

象
を

特
例

控
除

対
象

寄
付

金
と

す
る

※
特

例
控

除
対

象
寄

付
金

＝
ふ

る
さ

と
納

税
基

準
に

適
合

す
る

地
方

自
治

体
へ

の
寄

付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
返

礼
割

合
3
割

以
下

で
地

場
産

品
）

○
 
第

3
6
条

の
2

３
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
2
年

1
月

1
日

　
（

町
民

税
の

申
告

）
申

告
書

記
載

事
項

の
簡

素
化

※
年

末
調

整
の

適
用

を
受

け
た

居
住

者
が

年
末

調
整

と
確

定
申

告
の

適
用

さ
れ

る
所

得
控

除
が

同
額

の

　
場

合
、

住
民

税
申

告
に

お
い

て
も

同
様

に
合

計
額

の
み

の
記

載
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

○
 
第

3
6
条

の
3
の

2
①

４
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
2
年

1
月

1
日

単
身

児
童

扶
養

者
の

扶
養

親
族

申
告

書
（
給

与
）
記

載
事

項
へ

の
追

加

○
 
第

3
6
条

の
3
の

3
４

　
法

律
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

　
平

成
3
2
年

1
月

1
日

単
身

児
童

扶
養

者
の

扶
養

親
族

申
告

書
（
年

金
）
記

載
事

項
へ

の
追

加

○
 
第

3
6
条

の
4
①

５
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
2
年

1
月

1
日

第
3
6
条

の
2
の

改
正

に
伴

う
規

定
の

整
備

（
項

ズ
レ

に
よ

る
改

正
）

○
 
附

則
第

7
条

の
3
の

2
６

　
法

律
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

住
宅

借
入

金
特

別
控

除
に

係
る

特
別

特
定

取
得

を
し

た
場

合
の

控
除

期
間

の
拡

充

※
平

成
4
3
年

度
ま

で
　

⇒
　

平
成

4
5
年

度
ま

で
　

（
2
年

間
の

拡
充

）

住
宅

借
入

金
特

別
税

額
控

除
に

係
る

申
告

要
件

の
廃

止

○
 
附

則
第

7
条

の
4

７
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

6
月

1
日

法
第

3
1
4
条

の
7
の

改
正

に
伴

う
規

定
の

整
備

○
 
附

則
第

9
条

８
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

6
月

1
日

申
告

特
例

の
対

象
を

特
例

控
除

対
象

寄
付

金
と

す
る

等
の

規
定

の
整

備

（
個

人
の

町
民

税
に

係
る

給
与

所
得

者
の

扶
養

親
族

申
告

書
）

（
個

人
の

町
民

税
に

係
る

公
的

年
金

等
受

給
者

の
扶

養
親

族
申

告
書

）

（
町

民
税

に
係

る
不

申
告

に
係

る
過

料
）

（
個

人
の

町
民

税
に

係
る

寄
付

金
控

除
額

に
係

る
申

告
の

特
例

等
）

江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
等

 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

条
項

等
改

　
正

　
の

　
概

　
要

　
施

　
行

　
日

（
個

人
の

町
民

税
の

非
課

税
の

範
囲

）

（
寄

付
金

税
額

控
除

に
お

け
る

特
例

控
除

額
の

特
例

）

1
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江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
等

 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

条
項

等
改

　
正

　
の

　
概

　
要

　
施

　
行

　
日

○
 
附

則
第

9
条

の
2

９
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

6
月

1
日

特
例

控
除

対
象

寄
付

金
を

支
出

し
、

申
告

特
例

通
知

書
が

送
付

さ
れ

た
と

き
に

、
申

告
特

例
控

除
額

の
適

用
が

あ
る

も
の

と
す

る

○
 
附

則
第

1
0
条

の
2

1
0
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

法
律

改
正

に
よ

り
関

連
条

項
の

項
ズ

レ
に

よ
る

改
正

○
 
附

則
第

1
0
条

の
3
⑥

1
1
　

法
規

定
の

新
設

に
あ

わ
せ

て
新

設
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

※
河

川
法

に
規

定
す

る
高

規
格

堤
防

の
整

備
に

係
る

事
業

の
用

に
供

す
る

た
め

に
使

用
さ

れ
た

土
地

の
上

に
建

築

　
さ

れ
て

い
た

家
屋

の
移

転
補

償
を

受
け

、
新

た
な

家
屋

を
取

得
し

た
場

合
の

固
定

資
産

税
の

減
額

○
 
附

則
第

1
0
条

の
3
⑦

～
⑬

1
2
　

政
令

改
正

等
に

あ
わ

せ
て

改
正

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

政
令

改
正

に
よ

り
関

連
条

項
の

項
ズ

レ
に

よ
る

改
正

○
 
附

則
第

1
0
条

の
4

1
3
　

法
規

定
の

新
設

に
あ

わ
せ

て
新

設
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

平
成

2
8
年

熊
本

地
震

に
係

る
固

定
資

産
税

の
特

例
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

す
べ

き
申

告
等

に
つ

い
て

規
定

○
 
附

則
第

1
6
条

1
4
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
※

第
1
条

改
正

軽
自

動
車

税
の

グ
リ
ー

ン
化

特
例

に
つ

い
て

３
段

階
で

改
正

す
る

も
の

。
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

※
第

１
条

改
正

で
は

、
重

課
を

平
成

3
1
年

度
に

限
っ

た
も

の
と

し
、

平
成

2
9
年

度
分

の
軽

課
を

削
除

※
第

２
条

改
正

で
は

、
重

課
の

規
定

を
整

備
し

、
平

成
3
2
年

度
分

及
び

平
成

3
3
年

度
分

の
軽

課
を

新
設

※
第

３
条

改
正

で
は

、
平

成
3
4
年

度
分

及
び

平
成

3
5
年

度
分

の
軽

課
対

象
を

電
気

自
動

車
等

に
限

っ
た

上
で

新
設

≪
施

行
日

≫

※
第

1
条

改
正

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

※
第

2
条

改
正

　
平

成
3
1
年

1
0
月

1
日

※
第

3
条

改
正

　
平

成
3
3
年

4
月

1
日

○
 
附

則
第

1
6
条

の
2

1
5
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
※

第
1
条

改
正

軽
自

動
車

税
の

賦
課

徴
収

の
特

例
に

つ
い

て
附

則
第

1
6
条

の
改

正
に

伴
い

３
段

階
で

改
正

す
る

も
の

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

※
第

１
条

改
正

及
び

第
３

条
改

正
は

規
定

の
整

備
。

第
２

条
改

正
は

新
設

≪
施

行
日

≫

※
第

1
条

改
正

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

※
第

2
条

改
正

　
平

成
3
1
年

1
0
月

1
日

※
第

3
条

改
正

　
平

成
3
3
年

4
月

1
日

（
そ

の
他

施
行

日
は

改
正

概
要

に
記

載
）

（
法

附
則

第
1
5
条

第
2
項

第
1
号

等
の

条
例

で
定

め
る

割
合

）

（
新

築
住

宅
等

に
対

す
る

固
定

資
産

税
の

減
額

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

す
べ

き
申

告
）

（
平

成
2
8
年

熊
本

地
震

に
係

る
固

定
資

産
税

の
特

例
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

す
べ

き
申

告
）

（
軽

自
動

車
税

（
の

種
別

割
）

の
税

率
の

特
例

）

（
軽

自
動

車
税

（
の

種
別

割
）

の
賦

課
徴

収
の

特
例

）
（
そ

の
他

施
行

日
は

改
正

概
要

に
記

載
）

2



江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
等

 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

条
項

等
改

　
正

　
の

　
概

　
要

　
施

　
行

　
日

○
 
附

則
第

1
5
条

の
2

1
6
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
新

設
　

平
成

3
1
年

1
0
月

1
日

非
課

税
と

す
る

臨
時

的
軽

減
の

規
定

を
新

設

※
平

成
3
1
年

1
0
月

1
日

～
平

成
3
2
年

9
月

3
0
日

（
特

定
期

間
）

に
取

得
し

た
場

合
に

限
り

適
用

税
率

1
％

の

　
軽

自
動

車
の

環
境

性
能

割
を

非
課

税
と

す
る

（
1
％

⇒
非

課
税

）

○
 
附

則
第

1
5
条

の
2

1
7
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

1
0
月

1
日

附
則

第
1
5
条

の
2
を

新
設

し
た

こ
と

に
よ

る
条

ズ
レ

※
環

境
性

能
割

の
賦

課
徴

収
の

特
例

を
新

設

○
 
附

則
第

1
5
条

の
6

1
8
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
　

平
成

3
1
年

1
0
月

1
日

税
率

を
１

％
減

と
す

る
臨

時
的

軽
減

の
規

定
を

新
設

※
特

定
期

間
に

取
得

し
た

場
合

に
限

り
適

用
税

率
2
％

の
軽

自
動

車
の

環
境

性
能

割
を

1
％

と
す

る

○
 
附

則
第

2
2
条

1
9
　

規
定

の
整

備
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

○
 
別

表
2
0
　

控
除

対
象

寄
付

金
の

対
象

の
追

加
に

よ
る

改
正

（
第

3
4
条

の
7
第

1
項

第
1
号

関
係

）
第

3
4
条

の
7
第

1
項

第
1
号

に
よ

る
寄

付
金

税
額

控
除

の
対

象
と

な
る

社
会

福
祉

法
人

に
新

た
に

「
社

会
福

祉
法

人
 

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

雄
心

会
」
を

追
加

○
 
平

成
2
9
年

改
正

条
例

2
1
　

規
定

の
整

備
※

第
4
条

改
正

 
　

第
1
条

の
2

附
則

第
1
6
条

の
改

正
に

あ
わ

せ
た

規
定

の
整

備
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

○
 
平

成
3
0
年

改
正

条
例

2
2
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
※

第
5
条

改
正

 
　

第
1
条

※
大

法
人

に
対

す
る

申
告

書
の

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

る
提

出
義

務
の

創
設

に
伴

う
申

告
書

等
の

提
出

方
法

の
　

平
成

3
1
年

4
月

1
日

　
 柔

軟
化

及
び

電
気

通
信

回
路

の
故

障
、

災
害

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

こ
と

が

　
 困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

の
宥

恕
措

置
に

つ
い

て
規

定
（
第

4
8
条

に
新

た
に

項
追

加
【
1
3
～

1
6
項

】
）

※
そ

の
他

所
要

の
規

定
の

整
備

○
 
平

成
3
0
年

改
正

条
例

2
3
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
※

第
5
条

改
正

　
 
附

則
第

１
条

第
１

条
の

改
正

に
伴

う
規

定
の

整
備

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

（
施

行
期

日
）

○
 
平

成
3
0
年

改
正

条
例

2
4
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
※

第
5
条

改
正

　
 
附

則
第

2
条

第
１

条
の

改
正

に
伴

う
規

定
の

整
備

　
平

成
3
1
年

4
月

1
日

（
町

民
税

に
関

す
る

経
過

措
置

）

（
東

日
本

大
震

災
に

係
る

固
定

資
産

税
の

特
例

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
す

べ
き

申
告

等
）

（
軽

自
動

車
税

の
環

境
性

能
割

の
税

率
の

特
例

）

（
軽

自
動

車
税

の
環

境
性

能
割

の
非

課
税

）

（
軽

自
動

車
税

の
環

境
性

能
割

の
賦

課
徴

収
の

特
例

）

3



 
 

 江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
１
９
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

 
（

寄
附
金
税

額
控
除
）

 

第
３
４
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
３
１
４

条
の
７
第

１

項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
次
に
掲
げ
る
寄
附
金

若
し
く
は
金

銭
を
支
出
し
た
場
合
に
は
、
同
項
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項

に
規

定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
控
除

す
べ

き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除

額
」

と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
３
４
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場

合
の

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控

除
額

が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の

額
に

相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

 

第
３

４
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義

務
者
が
、
前
年
中

に
法
第
３

１
４
条
の

７
第
１

項
第
１
号
及

び
第
２
号

に
掲
げ
る

寄
附
金
又

は
次
に

掲
げ
る
寄
附
金
若
し
く
は
金

銭
を
支
出
し

た
場
合
に

お
い
て
は

、
法
第
３

１
４
条

の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額

（
当
該
納

税
義

務
者
が
前

年
中
に
同
項

第
１
号
に
掲

げ
る
寄
附
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ

き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加

算
し
た
金

額
。

以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
控
除
額
」

と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第

３
４
条
の

３
及

び
前
条
の

規
定
を
適
用

し
た
場
合
の

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る

も
の
と
す

る
。

こ
の
場
合

に
お
い
て
、

当
該
控
除
額

が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え

る
と
き
は

、
当

該
控
除
額

は
、
当
該
所

得
割
の
額
に

相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

 

(1
) 

（
略
）

 
(1

) 
（
略
）

 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
（
法
附

則
第
５
条

の

６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

２
 

前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第

３
１
４
条
の
７
第

２
項
 
（

法
附
則
第

５
条
の

６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て

適
用

さ
れ
る
場

合
を
含
む
。

）
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金

額
と
す
る

。
 

 
 

附
 
則

 
附

 
則

 

第
７
条
の
３
の
２
 
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
４
５
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
個

人

の
町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特

別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場

合
（

第
７

条
の
３
の
２
 
平
成
２
２
年
度

か
ら
平
成
４
３
年

度
ま
で
の

各
年
度
分

の
個
人

の
町
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義

務
者

が
前
年
分

の
所
得
税
に

つ
き
租
税
特

別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第

４
１
条
の

２
の

２
の
規
定

の
適
用
を
受

け
た
場
合
（

4



 
 

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

居
住
年
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
又
は
平
成
２
１
年
か
ら
平
成

３
３

年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
 
、
前
条
第
１
項
の
規

定
の

適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条
第
７

項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に

よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
３
４
条
の
３
及
び
第
３
４

条
の

６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

居
住
年
が
平

成
１
１
年

か
ら
平
成

１
８
年
ま

で
又
は

平
成
２
１
年
か
ら
平
成
３
３

年
ま
で
の
各

年
で
あ
る

場
合
に
限

る
。
）
に

お
い
て

は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、

法
附
則
第

５
条

の
４
の
２

第
６
項
（
同

条
第
９
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る

場
合

を
含
む
。

）
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に

よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当

該
納
税
義

務
者

の
第
３
４

条
の
３
及
び

第
３
４
条
の

６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合

の
所
得
割

の
額

か
ら
控
除

す
る
。

 

 
２
 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
に
限
り
適
用

す
る
。

 

(1
) 

前
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ

う
と
す
る
年
度
分
の
第
３
６

条
の
２
第
１

項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書

（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い

て
町
民
税
の
納
税
通
知

書

が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で

に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ

の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ

た

第
３
６
条
の
３
第
１
項

の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）

に
租
税
特
別
措
置
法
第

４

１
条
第
１
項
に
規
定
す

る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
額
の
控
除
に
関
す

る

事
項
の
記
載
が
あ
る
場

合
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ

の
記
載
が
な
い
こ
と
に

つ

い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る

場
合
を
含
む
。
）

 

(2
) 

前
号
に
掲
げ
る
場
合

の
ほ
か
、

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る

年

度
の
初
日
の
属
す
る

年
の
１

月
１
日

現
在
に
お
い
て
法
第
３
１
７

条
の

６
第

１

項
の
規
定
に
よ
つ
て

給
与
支

払
報
告

書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る

者
か

ら
給

与

の
支
払
を
受
け
て
い

る
者
で

あ
つ
て

、
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所

得
以

外
の

所

得
を
有
し
な
か
つ
た

も
の
が

、
前
年

分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特

別
措

置
法

第

４
１
条
の
２
の
２
の

規
定
の

適
用
を

受
け
て
い
る
場
合

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が

 
 
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
４
条
の
８
及

び
第
３
４

条
３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場

合
に

お
け
る
第

３
４
条
の
８

及
び
第
３
４

条

5



 
 

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

の
９
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
４
条
の
８
中
「
前
２
条
」

と
あ

る
の
は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
、
第
３
４
条

の
９

第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の

２
第

１
項
」
と
す
る
。

 

の
９
第
１
項

の
規
定
の

適
用
に
つ

い
て
は
、

第
３
４

条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ

る
の
は
「
前

２
条
並
び

に
附
則
第

７
条
の
３

の
２
第

１
項
」
と
、
第
３
４
条
の
９

第
１
項
中
「

前
３
条
」

と
あ
る
の

は
「
前
３

条
並
び

に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第

１
項
」
と
す

る
。

 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

 
（

寄
附
金
税

額
控
除
に

お
け
る
特

例
控
除
額

の
特
例

）
 

第
７
条
の
４
 
第
３
４
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
町
民
税
の
所

得
割
の
納

税

義
務
者
が
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３

号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は
第
３
４
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所

得
金

額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ

つ
て

、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第
１
６
条
の
３
第

１
項

、
附
則
第
１
６
条
の
４
第
１
項
、
附
則
第
１
７
条
第
１
項
、
附
則
第
１
８
条

第
１

項
、
附
則
第
１
９
条
第
１
項
、
附
則
第
１
９
条
の
２
第
１
項
又
は
附
則
第
２

０
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
３
４
条
の
７
第
２
項
に
規
定

す
る

特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第
２

項
（

法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含

む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

第
７

条
の
４
 
第
３
４
条
の
７
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
町
民
税

の
所
得
割

の
納
税

義
務
者
が
、

法
第
３
１

４
条
の
７

第
２
項
第

２
号
 

若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は

第
３
４
条

の
３

第
２
項
に

規
定
す
る
課

税
総
所
得
金

額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及

び
課
税
山

林
所

得
金
額
を

有
し
な
い
場

合
で
あ
つ
て

、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年

中
の
所
得

に
つ

い
て
、
附

則
第
１
６
条

の
３
第
１
項

、
附
則
第
１
６
条
の
４
第
１

項
、
附
則

第
１

７
条
第
１

項
、
附
則
第

１
８
条
第
１

項
、
附
則
第
１
９
条
第
１
項

、
附
則
第

１
９

条
の
２
第

１
項
又
は
附

則
第
２
０
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
と
き

は
、

第
３
４
条

の
７
第
２
項

に
規
定
す
る

特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か

わ
ら

ず
、
法
附

則
第
５
条
の

５
第
２
項
（

法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項

の
規
定
に

よ
り

読
み
替
え

て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含

む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算

し
た

金
額
と
す

る
。

 

（
個
人
の
町
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
）

 
（
個
人
の
町
民
税
の
寄
附
金

控
除
額
 

に
係

る
申
告
の

特
例
等
）

 

第
９
条
 
法
附
則
第
７
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
対
象
寄
附
者

（
次
項
に

お

い
て
「
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
分
の
間
、
第

３
４
条
の
７

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
控
除
す
べ
き
金
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
第
３
６
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
（

第
３

第
９

条
 
法
附
則
第
７
条
第
８
項
に

規
定
す
る
申
告
特

例
対
象
寄

附
者
（
次

項
に
お

い
て
「
申
告

特
例
対
象

寄
附
者
」

と
い
う
。

）
は
、

当
分
の
間
、
第
３
４
条
の
７

第
１
項
及
び

第
２
項
の

規
定
に
よ

つ
て
控
除

す
べ
き

金
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
第
３
６
条

の
２
第
４

項
の

規
定
に
よ

る
申
告
書
の

提
出
（
第
３

6



 
 

 

改
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後
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６
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

所
得

税
法
第
２
条
第
１
項
第
３
７
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
の
提
出
を
含
む
。

）
に

代
え
て
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

（
以

下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
 
 
 
 
」
と
い
う
。
）
を

支
出
す
る
際
、
法
附
則
第
７
条
第
８
項
か
ら
第
１
０
項
ま
で
に
規
定
す
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
 
 
 
 
を
受
領
す
る
都
道
府
県
の
知
事
又
は
市
町

村
若
し
く
は
特
別
区
の
長
（
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事

等
」

と
い
う
。
）
に
対
し
、
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
（
以
下

こ
の

条
に
お
い
て
「
申
告
特
例
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め

る
こ

と
が
で
き
る
。

 

６
条
の
３
の

規
定
に
よ

り
当
該
申

告
書
が
提

出
さ
れ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
所
得

税
法
第
２
条

第
１
項
第

３
７
号
に

規
定
す
る

確
定
申

告
書
の
提
出
を
含
む
。
）
に

代
え
て
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い

て
「
地
方

団
体

に
対
す
る

寄
附
金
」
と

い
う
。
）
を

支
出
す
る
際
、
法
附
則
第
７

条
第
８
項

か
ら

第
１
０
項

ま
で
に
規
定

す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
を
受
領
す
る
地
方
団
体
の
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
し
、
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
申
告
特
例
通

知
書
」
と

い
う

。
）
を
送

付
す
る
こ
と

を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
の
求
め
（
以
下
こ

の
条
に
お

い

て
「
申
告
特
例
の
求
め
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
申
告
特
例
対
象
寄

附
者
は
、
当

該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
日
か
ら
賦
課
期
日
ま
で
の
間
に
法
附

則
第
７
条
第

１
０
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
条
第

９
項
に
規
定

す
る
申
告
特
例
対
象
年
（
次
項
に
お
い
て
「
申
告
特
例
対
象
年
」
と

い
う
。
）
の

翌
年
の
１
月
１
０
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
都

道
府
県
知
事

等
に
対
し
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
事

項
そ

の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例

通
知
書
の
送
付
の

求
め
（
以

下
こ
の
条

に
お
い

て
「
申
告
特

例
の
求
め

」
と
い
う

。
）
を
行

つ
た
申

告
特
例
対
象
寄
附
者
は
、
当

該
申
告
特
例

の
求
め
を

行
つ
た
日

か
ら
賦
課

期
日
ま

で
の
間
に
法
附
則
第
７
条
第

１
０
項
第
１

号
に
掲
げ

る
事
項
に

変
更
が
あ

つ
た
と

き
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定

す
る
申
告
特

例
対
象
年

（
次
項
に

お
い
て
「

申
告
特

例
対
象
年
」
と
い
う
。
）
の

翌
年
の
１
月

１
０
日
ま

で
に
、
当

該
申
告
特

例
の
求

め
を
行
つ
た
地
方
団
体
の
長

 
 
に
対
し
、
施
行
規
則
で
定

め
る
と
こ

ろ
に

よ
り
、
当

該
変
更
が
あ

つ
た
事
項
そ

の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事

項
を
届
け

出
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

３
 
申
告
特
例
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
等
は
、
申
告
特
例
対

象
年
の
翌

年

の
１
月
３
１
日
ま
で
に
、
法
附
則
第
７
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書

に
記

載
さ
れ
た
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
者
の
住
所
（
同
条
第
１
１
項
の

規
定

３
 
申
告
特
例
の
求
め
を
受
け
た
地
方
団
体
の
長
 
 
は
、
申
告
特
例
対
象
年
の
翌
年

の
１
月
３
１
日
ま
で
に
、
法

附
則
第
７

条
第

１
０
項
の

規
定
に
よ
り

申
請
書
に
記

載
さ
れ
た
当
該
申
告
特
例
の

求
め
を
行

つ
た

者
の
住
所

（
同
条
第
１

１
項
の
規
定
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に
よ
り
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
住
所
）
の

所
在

地
の
市
町
村
長
に
対
し
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
告
特
例

通
知

書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

に
よ
り
住
所

の
変
更
の

届
出
が
あ

つ
た
と
き

は
、
当

該
変
更
後
の
住
所
）
の
所
在

地
の
市
町
村

長
に
対
し

、
施
行
規

則
で
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
申
告
特
例
通
知

書
を
送
付
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

４
 
（
略
）

 
４
 
（

略
）

 

第
９
条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例

控
除
対
象

寄

附
金
 
 
 
 
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第
１
３

項
の

規
定
に
よ
り
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
 
 
 
 
 
 
、
法

附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、

第
３

４
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か

ら
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
９

条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が

前
年
中
に

地
方
団
体

に
対
す

る
寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ

、
当
該
納

税
義

務
者
に
つ

い
て
前
条
第

３
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の

送
付
が
あ

つ
た

場
合
（
法

附
則
第
７
条

第
１
３
項
の

規
定
に
よ
り
な
か
つ
た
も
の

と
み
な
さ

れ
る

場
合
を
除

く
。
）
に
お

い
て
は
、
法

附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
に

規
定
す
る

と
こ

ろ
に
よ
り

控
除
す
べ
き

額
を
、
第
３

４
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２

項
の
規
定

を
適

用
し
た
場

合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

 
（

法
附
則
第

１
５
条
第

２
項
第
１

号
等
の
条

例
で
定

め
る
割
合
）

 

第
１
０
条
の
２
 
（
略
）

 
第
１
０

条
の
２
 

（
略
）

 

２
～
４
 
（
略
）

 
２
～
４

 
（
略
）

 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割

合
は
５
分

の

３
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
２
２
号
）
第
２
条
第
５

項
に

規
定
す
る
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
法
附
則
第
１
５
条
第
１

９
項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
）
と
す
る
。

 

５
 

法
附
則
第
１
５
条
第
１
８
項
に

規
定
す
る
町
の
条

例
で
定
め

る
割
合
は

５
分
の

３
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法

（
平
成
１

４
年

法
律
第
２

２
号
）
第
２

条
第
５
項
に

規
定
す
る
特
定
都
市
再
生
緊

急
整
備
地

域
に

お
け
る
法

附
則
第
１
５

条
第
１
８
項

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る

割
合

は
２
分
の

１
）
と
す
る

。
 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割

合
は
２
分

の

１
と
す
る
。

 

６
 

法
附
則
第
１
５
条
第
２
８
項
に

規
定
す
る
町
の
条

例
で
定
め

る
割
合
は

２
分
の

１
と
す
る
。

 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る

割
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２

９
項
第
１

号
に

規
定
す
る

市
町
村
の
条

例
で
定
め
る

割
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合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 
合

は
３
分
の

２
と
す
る

。
 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る

割

合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

８
 

法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
第

２
号
に
規
定
す
る

市
町
村
の

条
例
で
定

め
る
割

合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る

割

合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

９
 

法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
第

３
号
に
規
定
す
る

市
町
村
の

条
例
で
定

め
る
割

合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

1
0
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る

割

合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
0
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

０
項
第
１

号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割

合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
1
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る

割

合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

1
1
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

０
項
第
２

号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割

合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

1
2
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
2
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
１

号
イ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
３

分
の
２
と

す
る
。

 

1
3
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
3
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
１

号
ロ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
３

分
の
２
と

す
る
。

 

1
4
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
4
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
１

号
ハ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
３

分
の
２
と

す
る
。

 

1
5
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
5
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
１

号
ニ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
３

分
の
２
と

す
る
。

 

1
6
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ホ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。

 

1
6
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
１

号
ホ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
３

分
の
２
と

す
る
。

 

1
7
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規
1

7
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３

２
項
第

２
号
イ
に
規

定
す
る
設

備
に
つ
い

て
同

号
に
規
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定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

 
定

す
る
市
町

村
の
条
例

で
定
め
る

割
合
は
４

分
の
３

と
す
る
。

 

1
8
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。

 

1
8
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
２

号
ロ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
４

分
の
３
と

す
る
。

 

1
9
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

1
9
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
３

号
イ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
２

分
の
１
と

す
る
。

 

2
0
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

2
0
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
３

号
ロ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
２

分
の
１
と

す
る
。

 

2
1
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い

て
同
号
に

規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。

 

2
1
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

２
項
第
３

号
ハ
に
規

定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規

定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合

は
２

分
の
１
と

す
る
。

 

2
2
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は

３

分
の
２
と
す
る
。

 

2
2
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

７
項
に
規

定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
３

分
の
２
と
す
る
。

 

2
3
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
０
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は

５

分
の
４
と
す
る
。

 

2
3
 
法

附
則
第
１

５
条
第
３

９
項
に
規

定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
５

分
の
４
と
す
る
。

 

2
4
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は

２

分
の
１
と
す
る
。

 

2
4
 
法

附
則
第
１

５
条
第
４

３
項
に
規

定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
２

分
の
１
と
す
る
。

 

2
5
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
５
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は

３

分
の
２
と
す
る
。

 

2
5
 
法

附
則
第
１

５
条
第
４

４
項
に
規

定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
３

分
の
２
と
す
る
。

 

2
6
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は

０

と
す
る
。

 

2
6
 
法

附
則
第
１

５
条
第
４

６
項
に
規

定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
０

と
す
る
。

 

2
7
 
（
略
）

 
2

7
 
（
略

）
 

10



 
 

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告
）

 

（
新
築
住
宅

等
に
対
す

る
固
定
資

産
税
の
減

額
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
す
べ

き
申
告
）

 

第
１
０
条
の
３
 
（
略
）

 
第
１
０

条
の
３
 

（
略
）

 

２
～
５
 
（
略
）

 
２
～
５

 
（
略
）

 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を

受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
３
１
日
ま
で

に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第
１
２
条
第
１
６
項
に
規
定

す
る

従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
て

町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
（
個

人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名

称
）

 

(2
) 

家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
及
び
床
面
積

 

(3
) 

家
屋
の
建
築
年
月
日
及
び
登
記
年
月
日

 

 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て

、
同
項
の

規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐

震
改

修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
に

当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家

屋
が

令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書

類
を

添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
１
項

の
耐
震
基
準
適
合

住
宅
に
つ

い
て
、
同

項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、

当
該

耐
震
基
準

適
合
住
宅
に

係
る
耐
震
改

修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月

以
内
に
、

次
に

掲
げ
る
事

項
を
記
載
し

た
申
告
書
に

当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費

用
を
証
す

る
書

類
及
び
当

該
耐
震
改
修

後
の
家
屋
が

令
附
則
第
１
２
条
第
１
７
項

に
規
定
す

る
基

準
を
満
た

す
こ
と
を
証

す
る
書
類
を

添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(1
)～

(6
) 

（
略
）

 
(1

)～
(6

) 
（
略
）
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改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は

同
条
第
５

項

の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ

う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し

た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附

則
第

７
条
第
８
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

 

７
 

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
４
項

の
高
齢
者
等
居
住

改
修
住
宅

又
は
同
条

第
５
項

の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有

部
分
に
つ

い
て

、
こ
れ
ら

の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４

項
に
規
定

す
る

居
住
安
全

改
修
工
事
が

完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項

を
記

載
し
た
申

告
書
に
施
行

規
則
附
則
第

７
条
第
８
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添

付
し

て
町
長
に

提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

 

(1
)～

(3
) 

（
略
）

 
(1

)～
(3

) 
（
略
）

 

(4
) 

令
附
則
第
１
２
条
第
２
３
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、

氏
名
及

び
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(4
) 

令
附
則
第
１
２

条
第
２
１
項

に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
者
の

住
所
、
氏
名
及

び
当
該
者
が
同
項
各
号

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の

別
 

(5
) 

（
略
）

 
(5

) 
（
略
）

 

(6
) 

居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
１
２
条
第
２

４
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費

 

(6
) 

居
住
安
全
改
修

工
事
に
要
し

た
費
用
並
び

に
令
附
則
第
１
２

条
第
２
２
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等
、

居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び

介
護
予
防
住
宅
改
修
費

 

(7
) 

（
略
）

 
(7

) 
（
略
）

 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同

条
第

1
0
項
の

熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と

す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た

日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則

第
７

条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

８
 

法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項

の
熱
損
失
防
止
改

修
住
宅
又

は
同
条
第

1
0
項
の

熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分

に
つ
い
て

、
こ

れ
ら
の
規

定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に

規
定
す
る

熱
損

失
防
止
改

修
工
事
が
完

了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を

記
載

し
た
申
告

書
に
施
行
規

則
附
則
第
７

条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付

し
て

町
長
に
提

出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

(1
)～

(4
) 

（
略
）

 
(1

)～
(4

) 
（
略
）

 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工

事
に
要
し

た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２

条
第
２
９
項

に

12



 
 

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

規
定
す
る
補
助
金
等

 
規
定
す
る
補
助
金
等

 

(6
) 

（
略
）

 
(6

) 
（
略
）

 

1
0
 
（
略
）

 
９
 
（
略
）

 

1
1
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防

止
改
修
住

宅

又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
つ

い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
１
５
条
の

９
第

９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に

、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
１
項
各

号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

1
0
 
法

附
則
第
１

５
条
の
９

の
２
第
４

項
に
規
定

す
る
特
定
熱
損
失

防
止
改
修
住
宅

又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す

る
特
定
熱

損
失

防
止
改
修

住
宅
専
有
部

分
に
つ
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う

と
す

る
者
は
、

法
附
則
第
１

５
条
の
９
第

９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防

止
改
修
工

事
が

完
了
し
た

日
か
ら
３
月

以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に

施
行

規
則
附
則

第
７
条
第
１

１
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町

長
に
提
出

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

(1
)～

(4
) 

（
略
）

 
(1

)～
(4

) 
（
略
）

 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等

 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改

修
工
事
に
要

し
た
費
用
及

び
令
附
則
第
１
２

条
第
２
９
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等

 

(6
) 

（
略
）

 
(6

) 
（
略
）

 

1
2
 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い

て
、
同
項

の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る

耐
震

改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
３
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定

通
知

書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律

第
１

２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及

び
当

該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を

満
た

す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

1
1
 
法

附
則
第
１

５
条
の
１

０
第
１
項

の
耐
震
基

準
適
合
家
屋
に
つ

い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は

、
当

該
耐
震
基

準
適
合
家
屋

に
係
る
耐
震

改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３

月
以
内
に

、
次

に
掲
げ
る

事
項
を
記
載

し
た
申
告
書

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

１
３
項
に

規
定

す
る
補
助

に
係
る
補
助

金
確
定
通
知

書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震

改
修
の
促

進
に

関
す
る
法

律
（
平
成
７

年
法
律
第
１

２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則

第
３
条
第

１
項

の
規
定
に

よ
る
報
告
の

写
し
及
び
当

該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令

附
則
第
１

２
条

第
１
７
項

に
規
定
す
る

基
準
を
満
た

す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
町

長
に

提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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(1
)～

(6
) 

（
略
）

 
(1

)～
(6

) 
（
略
）

 

1
3
 
（
略
）

 
1

2
 
（
略
）

 

（
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告
等
）

 

第
１
０
条
の
４
 
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お

い
て
準
用

す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度

の
初

日
の
属
す
る
年
の
１
月
３
１
日
（
第
５
４
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定

す
る
仮
換
地
等
に
係
る
同
条
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
さ
れ
た
者
が
当
該
仮

換
地

等
に
つ
い
て
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
６
項
（
同
条
第
７
項
に
お
い
て
準
用

す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
１
項
の

規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
１
月
３
１
日
）
ま
で
に
次

に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
（
個

人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名

称
）
並
び
に
当
該
納
税
義
務
者
が
令
附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
第
３
号
か
ら

第
５
号
ま
で
又
は
第
３
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
又
は
第
３
項
第
１
号
若

し
く
は
第
２
号
に
掲
げ
る
者
と
の
関
係

 

(2
) 

法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地
の
上
に

平
成
２

８
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
存
し
た
家
屋
の
所
有
者
及
び
家
屋
番
号

 

(3
) 

当
該
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１

項
（
同
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条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
条
第
６
項
（
同
条
第
７
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
土
地
を
法
第
３
４
９
条
の
３

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
理
由

 

(4
) 

そ
の
他
町
長
が
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事

項
 

２
 
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を

含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
に
係
る
平
成
３
１
年
度
分
及
び
平
成

３
２

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
第
７
４
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

３
 
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地

（
以
下
こ

の

項
に
お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額

の
按

分
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
以
下

こ
の

項
に
お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
代
表
者

が
毎

年
１
月
３
１
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
町
長
に
提

出
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 

代
表
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（

個
人
番

号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

 

(2
) 

特
定
被
災
共
用
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
並
び
に
そ
の

用
途

 

(3
) 

特
定
被
災
共
用
土
地
に
係
る
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
に
規
定

す
る
被

災
区
分
所
有
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
そ

の
用
途

 

(4
) 

各
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
当
該

各
特
定

15



 
 

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特
定
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

 

(5
) 

法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
按
分
す
る
場
合
に
用

い
ら
れ

る
割
合
に
準
じ
て
定
め
た
割
合
及
び
当
該
割
合
の
算
定
方
法

 

４
 
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土

地
と
み
な

さ

れ
た
特
定
仮
換
地
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
仮
換
地
等
」
と

い
う
。
）

に

係
る
固
定
資
産
税
額
の
按
分
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
特
定
被

災
共
用
土

地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者
」
と
、
「

特
定
被
災

共

用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
の
」
と
、
「
特
定
被
災
共

用
土
地
に

」

と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
で
あ
る
特
定

被
災
共
用

土

地
に
」
と
す
る
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
税
率

の
特
例
）

 

第
１
６
条
 
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両

法
第
６
０

条

第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に

お
い

て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
法
附
則
第
３
０
条
第
１

項
に

規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
平
成
３
１
年
度
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
軽
自
動
車
税
に
係

る
第
８

２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字

句
と
す
る
。

 

第
１
６
条
 
法
附
則

第
３
０
条
第
１
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
に

規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対

す
る

当
該
軽
自

動
車
が
初
め

て
道
路
運
送

車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後

段
の
規
定

に
よ

る
車
両
番

号
の
指
定
（

以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号

指
定
」
と

い
う

。
）
を
受

け
た
月
か
ら

起
算
し
て
１

４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す

る
年
度
以

後
の

年
度
分
の

軽
自
動
車
税

に
係
る
第
８

２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当

分
の

間
、
次
の

表
の
左
欄
に

掲
げ
る
同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句

は
、

そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

 

16



 
 

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

（
略
）

 
（
略
）

 

 
２
 
法

附
則
第
３

０
条
第
３

項
第
１
号

及
び
第
２
号

に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規

定
の
適
用

に
つ

い
て
は
、

当
該
軽
自
動

車
が
平
成

2
8

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
９

年
３
月
３

１
日

ま
で
の
間

に
初
回
車
両

番
号
指
定
を

受
け
た
場
合
に
は
、
平
成
２

９
年
度
分

の
軽

自
動
車
税

に
限
り
、
次

の
表
の
左
欄

に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同

表
の
中
欄

に
掲

げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 
第
２
号
ア

 
３
，

９
０
０
円

１
，

０
０
０
円

６
，

９
０
０
円

１
，

８
０
０
円

１
０

，
８
０
０
円

２
，

７
０
０
円

３
，

８
０
０
円

１
，

０
０
０
円

５
，

０
０
０
円

１
，

３
０
０
円

 
３
 
法

附
則
第
３

０
条
第
４

項
第
１
号

及
び
第
２
号

に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関

の
燃
料
と

し
て

用
い
る
も

の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条

（
第
５
項
を
除
く
。
）
に
お

い
て
同
じ

。
）

に
対
す
る

第
８
２
条
の

規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動

車
が
平
成

２
８

年
４
月
１

日
か
ら
平
成

２
９
年
３
月

３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車

両
番
号
指

定
を

受
け
た
場

合
に
は
、
平

成
２
９
年
度

分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、

次
の
表
の

左
欄

に
掲
げ
る

同
条
の
規
定

中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表

の
右

欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す

る
。

 

 
第
２
号
ア

 
３
，

９
０
０
円

２
，

０
０
０
円

６
，

９
０
０
円

３
，

５
０
０
円
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１
０

，
８
０
０
円

５
，

４
０
０
円

３
，

８
０
０
円

１
，

９
０
０
円

５
，

０
０
０
円

２
，

５
０
０
円

 
４
 
法

附
則
第
３

０
条
第
５

項
第
１
号

及
び
第
２
号

に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も

の
を

除
く
。
）

に
対
す
る
第

８
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
軽
自
動

車
が

平
成
２
８

年
４
月
１
日

か
ら
平
成
２

９
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間

に
初
回
車

両
番

号
指
定
を

受
け
た
場
合

に
は
、
平
成

２
９
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

に
限
り
、

次
の

表
の
左
欄

に
掲
げ
る
同

条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る

。
 

 
第
２
号
ア

 
３
，

９
０
０
円

３
，

０
０
０
円

６
，

９
０
０
円

５
，

２
０
０
円

１
０

，
８
０
０
円

８
，

１
０
０
円

３
，

８
０
０
円

２
，

９
０
０
円

５
，

０
０
０
円

３
，

８
０
０
円

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以

上
の
軽
自

動

車
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平

成
２

９
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

指
定

を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
０
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自

動
車

が
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
１
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回

車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
１
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、

次
の

５
 
法
附
則
第
３
０
条
第
６

項
第
１
号

及
び

第
２
号
に

掲
げ
る
３
輪

以
上
の
軽
自

動

車
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規

定
の
適
用

に
つ

い
て
は
、

当
該
軽
自
動

車
が
平
成
２

９
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３

０
年
３
月

３
１

日
ま
で
の

間
に
初
回
車

両
番
号
指
定

を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３

０
年
度
分

の
軽

自
動
車
税

に
限
り
、
当

該
軽
自
動
車

が
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
３

１
年

３
月
３
１

日
ま
で
の
間

に
初
回
車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に

は
平
成

3
1
年
度
分
の

軽
自
動
車

税
に
限
り

、
第

２
項
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改
 
正
 
後

 
現
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表
 
 
 
 
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

の
表
の
左
欄

に
掲
げ
る

同
条
の
規

定
中
同
表

の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る

。
 

第
２
号
ア

 
３
，
９
０
０
円

１
，
０
０
０
円

  

６
，
９
０
０
円

１
，
８
０
０
円

１
０
，
８
０
０
円

２
，
７
０
０
円

  

３
，
８
０
０
円

１
，
０
０
０
円

５
，
０
０
０
円

１
，
３
０
０
円

 

 

３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以

上
の
軽
自

動

車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は

、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
０
年
３
月
３
１
日

ま
で

の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
０
年
度
分
の
軽
自

動
車

税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
１
年
３

月
３

１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
１
年
度

分
の

軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表

 
 
 
 
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

６
 

法
附
則
第
３
０
条
第
７
項
第
１

号
及
び
第
２
号
に

掲
げ
る
３

輪
以
上
の

軽
自
動

車
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
す
る
第
８
２

条
の
規
定

の
適
用
に

つ
い
て
は

、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
２

９
年
４
月

１
日

か
ら
平
成

３
０
年
３
月

３
１
日
ま
で

の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定

を
受
け
た

場
合

に
は
平
成

３
０
年
度
分

の
軽
自
動
車

税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車

が
平
成
３

０
年

４
月
１
日

か
ら
平
成
３

１
年
３
月
３

１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両

番
号
指
定

を
受

け
た
場
合

に
は
平
成
３

１
年
度
分
の

軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
３

項
の
表
の

左
欄

に
掲
げ
る

同
条
の
規
定

中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表

の
右

欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す

る
。

 

第
２
号
ア

 
３
，
９
０
０
円

２
，
０
０
０
円

  

６
，
９
０
０
円

３
，
５
０
０
円

１
０
，
８
０
０
円

５
，
４
０
０
円

  

３
，
８
０
０
円

１
，
９
０
０
円

５
，
０
０
０
円

２
，
５
０
０
円
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後
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４
 
法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以

上
の
軽
自

動

車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
８
２
条

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
３

０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平

成
３

０
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
３
０
年
４
月
１

日
か

ら
平
成
３
１
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に

は
平
成
３
１
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表

 
 
 
 
の
左
欄
に
掲
げ

る
同

条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る

字
句
と
す
る
。

 

７
 

法
附
則
第
３
０
条
第
８
項
第
１

号
及
び
第
２
号
に

掲
げ
る
３

輪
以
上
の

軽
自
動

車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も

の
を

除
く
。
）

に
対
す
る
第

８
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
軽
自
動

車
が

平
成
２
９

年
４
月
１
日

か
ら
平
成
３

０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間

に
初
回
車

両
番

号
指
定
を

受
け
た
場
合

に
は
平
成
３

０
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に

限
り
、
当

該
軽

自
動
車
が

平
成
３
０
年

４
月
１
日
か

ら
平
成
３
１
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
間

に
初

回
車
両
番

号
指
定
を
受

け
た
場
合
に

は
平
成
３
１
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
に

限
り

、
第
４
項

の
表
の
左
欄

に
掲
げ
る
同

条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字

句
は

、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

 

第
２
号
ア

 
３
，
９
０
０
円

３
，
０
０
０
円

  

６
，
９
０
０
円

５
，
２
０
０
円

１
０
，
８
０
０
円

８
，
１
０
０
円

  

３
，
８
０
０
円

２
，
９
０
０
円

５
，
０
０
０
円

３
，
８
０
０
円

 

 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
賦
課

徴
収
の
特

例
）

 

第
１
６
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪

以
上
の
軽

自

動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３

輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の

認
定

等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１

６
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動

車
税
の
賦
課
徴
収

に
関
し
、

３
輪
以
上

の
軽
自

動
車
が
前
条

第
２
項
か

ら
第
７
項

ま
で
の
規

定
の
適

用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
の
判
断

を
す

る
と
き
は

、
国
土
交
通

大
臣
の
認
定

等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２

第
１
項
に

規
定

す
る
国
土

交
通
大
臣
の

認
定
等
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
基
づ

き
当

該
判
断
を

す
る
も
の
と

す
る
。

 

２
～
４
 
（
略
）

 
２
～
４

 
（
略
）
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（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が

す
べ
き
申
告
等
）

 

（
東
日
本
大

震
災
に
係

る
固
定
資

産
税
の
特

例
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

す
べ
き
申
告

等
）

 

第
２
２
条
 
（
略
）

 
第
２
２

条
 
（
略

）
 

２
 
（
略
）

 
２
 
（

略
）

 

３
 
法
附
則
第
５
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
以

下
こ
の
項

に

お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税

額
の
按
分
の

申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
以

下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
代
表

者
が
毎
年
１

月
３
１
日
ま
で
に
次
 
 
 
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を

町
長
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 

法
附
則
第
５
６
条
第
４
項
に
規

定
す
る
特
定
被
災

共
用
土
地

（
以
下
こ

の
項
に

お
い
て
「
特

定
被
災
共

用
土
地
」

と
い
う
。

）
に
係

る
固
定
資
産
税
額
の
按
分
の

申
出
は
、
同

項
に
規
定

す
る
特
定

被
災
共
用

土
地
納

税
義
務
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特

定
被
災
共

用
土
地
納

税
義
務
者

」
と
い

う
。
）
の
代
表
者
が
毎
年
１

月
３
１
日
ま

で
に
次
の

各
号
に
掲

げ
る
事
項

を
記
載

し
た
申
出
書
を
町
長
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

(1
) 

代
表
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（

個
人
番

号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は

名
称
）

 

(1
) 

代
表
者
の
住
所
、
氏

名
又
は
名

称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
（
個
人

番

号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に

あ
つ
て
は
、
住

所
及
び
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

(2
)～

(5
) 

（
略
）

 
(2

)～
(5

) 
（
略
）

 

４
 
法
附
則
第
５
６
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土
地
と

み
な
さ
れ

た

特
定
仮
換
地
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
仮
換
地
等
」
と
い

う
。
）
に
係

る
固
定
資
産
税
額
の
按
分
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
特
定
被
災
共
用

土
地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者
」
と
、
「
特
定

被
災

共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
の
」
と
、
「
特
定
被
災
共
用

土
地

に
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
で
あ
る
特
定

被
災

共
用
土
地
に
」
と
す
る
。

 

４
 

法
附
則
第
５
６
条
第
９
項
の
規

定
に
よ
り
特
定
被

災
共
用
土

地
と
み
な

さ
れ
た

仮
換
地
等
（

 
 
以
下

こ
の
項
に

お
い
て
「

仮
換
地

等
」

 
 
 
 
と
い

う
。
）
に
係

る
固
定
資
産
税
額
の
按
分
の

申
出
に
つ

い
て

は
、
前
項

中
「
特
定
被

災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は

「
仮
換
地

等
納

税
義
務
者

 
 
 
 
」
と
、

「
特
定
被
災

共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は

「
仮
換
地

等
の

 
 
 
 
」
と
、

「
特
定
被

災
共
用
土
地

に
」
と
あ
る
の
は
「
仮
換
地

等
に

 
 
 
 
対
応

す
る
従
前

の
土
地
で
あ

る
特
定
被
災

共
用
土
地
に
」
と
す
る
。
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別
表
（
第
３
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
関
係
）

 

寄
付
金
の
区
分

 
控
除
対
象
寄
付
金

 

第
３
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
掲

げ
る
寄
付
金

 

社
会
福
祉
法
人
 
江
差
福
祉
会

 

社
会
福
祉
法
人
 
恵
愛
会

 

社
会
福
祉
法
人
 
ひ
の
き
会

 

社
会
福
祉
法
人
 
江
差
町
社
会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
 
雄
心
会

 
 

別
表
（
第
３
４
条
の
７
第
１

項
第
１
号

関
係

）
 

寄
付
金
の
区
分

 
控
除

対
象
寄
付
金

 

第
３

４
条

の
７

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る
寄
付
金

 

社
会
福
祉
法

人
 
江
差

福
祉
会

 

社
会
福
祉
法

人
 
恵
愛

会
 

社
会
福
祉
法

人
 
ひ
の

き
会

 

社
会
福
祉
法

人
 
江
差

町
社
会
福
祉

協
議
会
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 江
差
町
税
条
例
新
旧
対
照
表
【
第
２
条
に
よ
る
改
正
】

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

（
町
民
税
の
申
告
）

 
（

町
民
税
の

申
告
）

 

第
３
６
条
の
２
 
（
略
）

 
第
３
６

条
の
２
 

（
略
）

 

２
～
５
 
（
略
）

 
２
～
５

 
（
略
）

 

６
 
第
１
項
又
は
第
５
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
年
に
お
い
て
支
払
を

受
け
た
給

与

で
所
得
税
法
第
１
９
０
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の
を
有
す
る
者

で
町
内
に

住

所
を
有
す
る
も
の
が
、
第
１
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
法
第

３
１
７
条

の

２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ

い
て
は
、

施

行
規
則
で
定
め
る
記
載
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

７
 
（
略
）

 
６
 
（
略
）

 

８
 
（
略
）

 
７
 
（
略
）

 

９
 
（
略
）

 
８
 
（
略
）

 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 
（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
 
 
）

 

第
３
６
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
１
９
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規

定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
給
与

所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
町
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申

告
書
の
提
出

の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い

て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る

日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載

し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な

第
３

６
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第

１
９
４
条
第
１
項

の
規
定
に

よ
り
同
項

に
規
定

す
る
申
告
書

を
提
出
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

所
得
者
」
と

い
う
。
）

で
町
内
に

住
所
を
有

す
る
も

の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出

の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
の
 
 
 
 
 
 
 
 
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う

。
）
か
ら

毎
年

最
初
に
給

与
の
支
払
を

受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で

定
め
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る

次
項
を
記
載

し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与

支
払
者
を

経
由

し
て
、
町

長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
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後
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ら
な
い
。

 
ら

な
い
。

 

(1
)及

び
(2

) 
（
略
）

 
(1

)及
び

(2
) 

（
略
）

 

(
3
)
 
当
該
給
与
所
得
者
が
単
身
児
童
扶
養
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

 
 

(4
) 

（
略
）

 
(
3
)
 
（
略
）

 

２
～
５
 
（
略
）

 
２
～
５

 
（
略
）

 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 
（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
 
 
）

 

第
３
６
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
同
項

に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お

い
て

同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の
規
定
の
適

用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。

）
の

支
払
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。

）
を

有
す
る
者
若
し
く
は
単
身
児
童
扶
養
者
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
公

的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
町
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該

申
告

書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
に
規
定

す
る

公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」

と
い

う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
支
払
を
受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載

し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
３

６
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第

２
０
３
条
の
５
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
下

こ
の
条
に

お
い
て
「
公

的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う

。
）
で
町

内
に

住
所
を
有

す
る
も
の
は

、
当
該
申
告

書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
の
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以

下
こ
の
条

に
お

い
て
「
公

的
年
金
等
支

払
者
」
と
い

う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
同

項
に
規
定

す
る

公
的
年
金

等
の
支
払
を

受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で

定
め
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載

し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的

年
金
等
支

払
者

を
経
由
し

て
、
町
長
に

提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)及

び
(2

) 
（
略
）

 
(1

)及
び

(2
) 

（
略
）

 

(
3
)
 
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
が
単
身
児
童
扶
養
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
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後
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行

 

の
旨

 

(
4
)
 
（
略
）

 
(
3
)
 
（
略
）

 

２
 
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
を
公
的

年

金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書

に
記
載
す
べ

き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経

由
し
て
提
出

し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
に
記
載

し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該

公
的
年
金
等

支
払
者
が
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税
庁

長
官
の
承
認

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

又
は

法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え

て
当

該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項

の
規

定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 

前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３

の
３
第
１
項
の
規

定
に
よ
る

申
告
書
を

公
的
年

金
等
支
払
者

を
経
由
し

て
提
出
す

る
場
合
に

お
い
て

、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
が
そ

の
年
の
前

年
に
お
い

て
当
該
公

的
年
金

等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出

し
た
前
項
又

は
法
第
３

１
７
条
の

３
の
３
第

１
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載

し
た
事
項
と

異
動
が
な

い
と
き
は

、
公
的
年

金
等
受

給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等

支
払
者
が
所

得
税
法
第

２
０
３
条

の
５
第
２

項
に
規

定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り

、
施
行
規

則
で

定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り

、
前
項
又
は

法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第

１
項
の
規

定
に

よ
り
記
載

す
べ
き
事
項

に
代
え
て
当

該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し

た
前
項
又

は
法

第
３
１
７

条
の
３
の
３

第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

 

３
 
（
略
）

 
３
 
（

略
）

 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出

の
際
に
経

由

す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
６
項

に
規
定
す
る

納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で

定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支

払
者

に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す

る
こ

と
が
で
き
る
。

 

４
 

公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１

項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
の

提
出
の
際

に
経
由

す
べ
き
公
的

年
金
等
支

払
者
が
所

得
税
法
第

２
０
３

条
の
５
第
５
項
に
規
定
す
る

納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の

承
認
を
受

け
て

い
る
場
合

に
は
、
施
行

規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申

告
書
の
提

出
に

代
え
て
、

当
該
公
的
年

金
等
支
払
者

に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記

載
す
べ
き

事
項

を
電
磁
的

方
法
に
よ
り

提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

５
 
（
略
）

 
５
 
（

略
）

 

（
町
民
税
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

 
（

町
民
税
に

係
る
不
申

告
に
関
す

る
過
料
）
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第
３
６
条
の
４
 
町
民
税
の
納
税
義
務
者
が
第
３
６
条
の
２
第
１
項
、

第
２
項
若

し

く
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
提
出
す
べ
き
申
告
書
を
正
当
な
理
由
が
な
く
て
提

出
し
な
か
つ
た
場
合
又
は
同
条
第
８
項
若
し
く
は
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
申
告

す
べ

き
事
項

に
つ

い
て

正
当

な
理

由
が

な
く

て
申

告
を

し
な

か
つ

た
場

合
に

は
 
 

 
 
 
 
、
そ
の
者
に
対
し
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

第
３
６
条
の
４
 
町
民
税
の

納
税
義
務

者
が

第
３
６
条

の
２
第
１
項

、
 
 
 
 

 

 
 
第
３
項
の
規
定
に
よ
つ

て
提
出
す

べ
き

申
告
書
を

正
当
な
理
由

が
な
く
て
提

出
し
な
か
つ
た
場
合
又
は
同

条
第
７
項

若
し

く
は
第
８

項
の
規
定
に

よ
つ
て
申
告

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当

な
理
由
が

な
く

て
申
告
を

し
な
か
つ
た

場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
１

０
万
円
以

下
の

過
料
を
科

す
る
。

 

２
及
び
３
 
（
略
）

 
２
及
び

３
 
（
略

）
 

附
 
則

 
附
 
則

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特

別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例

）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）

 

第
１
５
条
の
２
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
が
平
成
３
１
年
１
０
月
１
日
か
ら
平
成
３
２
年
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
（

附
則
第
１
５
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
第
８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
を
課
さ
な
い
。

 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
環
境

性
能
割
の

賦
課
徴
収

の
特
例

）
 

第
１
５
条
の
２
の
２
 
（
略
）

 
第
１
５
条
の
２
 
 
 
（
略

）
 

２
 
道
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
４
４
６
条
第
１
項
（
同
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条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
４
５
１
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断

を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
２
９
条
の
９
第
３
項
に

規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ

き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
道
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と

を
附
則
第
１
５
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
８
１
条
の
６
第
１
項

の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後

に
お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た

者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他

不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事

由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当

該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第
２
９
条
の
１
１
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
１
６
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
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性
能
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
１
０
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
環
境

性
能
割
の

税
率
の
特

例
）

 

第
１
５
条
の
６
 
（
略
）

 
第
１
５

条
の
６
 

（
略
）

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（

略
）

 

３
 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
あ

つ
て
乗
用
の
も
の
に

対
す
る
第

８
１
条

の
４
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
当
該
軽
自
動
車
の
取
得
が
特
定
期
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
１
０
０
分
の
２
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
１
」
と
す
る
。

 

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
種
別

割
の
税
率

の
特
例
）

 

第
１
６
条
 
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対

す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号

の
指

定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。

）
を

受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年

度
分

の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分

の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
１

６
条
 
法
附
則
第
３
０
条
 
 

 
に
規
定
す
る
３

輪
以
上
の

軽
自
動
車

に
対
す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の

法
第
４
４

４
条

第
３
項
に

規
定
す
る
車

両
番
号
の
指

定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
を

受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１

４
年
を
経

過
し

た
月
の
属

す
る
年
度
以

後
の
年
度
分

の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に

係
る
第
８

２
条

の
規
定
の

適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分

の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
同
条

の
規

定
中
同
表

の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
字

句
と

す
る
。

 

（
略
）

 
（
略
）

 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
３

１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
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を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該

軽
自
動
車
が
平
成
３
２
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
２
号
ア
⑵
 

３
，
９
０
０
円

１
，
０
０
０
円

第
２
号
ア
⑶
（
ⅰ
）
 

 

６
，
９
０
０
円

１
，
８
０
０
円

１
０
，
８
０
０
円

２
，
７
０
０
円

第
２
号
ア
⑶
（
ⅱ
）
 

 

３
，
８
０
０
円

１
，
０
０
０
円

５
，
０
０
０
円

１
，
３
０
０
円

 

 

３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第
４
４
６
条
第
１

項
第
３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
８

２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成
３
１
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
３
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
平
成
３
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ

ン
軽
自
動
車
が
平
成
３
２
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 

第
２
号
ア
⑵
 

３
，
９
０
０
円

２
，
０
０
０
円
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第
２
号
ア
⑶
（
ⅰ
）
 

 

６
，
９
０
０
円

３
，
５
０
０
円

１
０
，
８
０
０
円

５
，
４
０
０
円

第
２
号
ア
⑶
（
ⅱ
）
 

 

３
，
８
０
０
円

１
，
９
０
０
円

５
，
０
０
０
円

２
，
５
０
０
円

 ４
 
法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に

対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平

成
３
１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、

当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成
３
２
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
３
年
３
月
３
１

日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
３
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 

第
２
号
ア
⑵
 

３
，
９
０
０
円

３
，
０
０
０
円

第
２
号
ア
⑶
（
ⅰ
）
 

 

６
，
９
０
０
円

５
，
２
０
０
円

１
０
，
８
０
０
円

８
，
１
０
０
円

第
２
号
ア
⑶
（
ⅱ
）
 

 

３
，
８
０
０
円

２
，
９
０
０
円

５
，
０
０
０
円

３
，
８
０
０
円

 

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
１
６
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３

輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

 第
１
６
条
の
２
 
削
除
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け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は

、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当

該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
町
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が

あ
る
こ
と
を
第
８
３
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情

報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。

）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日

現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み

な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定
（
第
８
７
条
及
び
第
８
８

条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
１
０
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
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 江
差
町
税
条
例
新
旧
対
照
表
 
【
第
３
条
に
よ
る
改
正
】

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

（
個
人
の
町
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

 
（

個
人
の
町

民
税
の
非

課
税
の
範

囲
）

 

第
２
４
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
町

民
税
（
第

２

号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
５
３
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
課

す
る
所
得
割

（
以
下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を

課
さ
な
い
。

た
だ
し
、
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い

。
 

第
２
４

条
 
次
の

各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
者

に
対
し
て
は
、
町
民
税
（
第
２

号
に

該
当
す
る
者

に
あ
つ
て

は
、
第

５
３
条
の
２

の
規
定
に

よ
り
課
す

る
所
得
割

（
以

下
「
分
離
課

税
に
係
る

所
得
割

」
と
い
う
。

）
を
除
く

。
）
を
課

さ
な
い
。

た
だ

し
、
法
の
施

行
地
に
住

所
を
有

し
な
い
者
に

つ
い
て
は

、
こ
の
限

り
で
な
い

。
 

(1
) 

（
略
）

 
(1

) 
（
略
）

 

(2
) 

障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
、
寡
夫
又
は
単
身
児
童
扶
養
者
（
こ
れ
ら
の
者

の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
３
５
万
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）

 

(2
) 

障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
又
は
寡
夫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
こ
れ
ら
の
者

が
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が

１
３
５
万

円
を

超
え
る
場

合
を
除
く
。

）
 

２
 
（
略
）

 
２
 
（

略
）

 

附
 
則

 
附
 
則

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
種
別

割
の
税
率

の
特
例
）

 

第
１
６
条
 
法
附
則
第
３
０
条
第
一
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対

す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車

両
番
号
の
指

定
（
次
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と

い
う
。
）
を

受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年

度
分

の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分

の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
１

６
条
 
法
附
則
第
３
０
条
第
１

項
に
規
定
す
る
３

輪
以
上
の

軽
自
動
車

に
対
す

る
当
該
軽
自

動
車
が
最

初
の
法
第

４
４
４
条

第
３
項

に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指

定
（
次
項
か

ら
第
４
項

ま
で
に
お

い
て
「
初

回
車
両

番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を

受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年

を
経
過
し
た
月

の
属
す
る

年
度
以
後

の
年
度
分

の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る

第
８
２
条
の
規

定
の
適
用

に
つ
い
て

は
、
当
分

の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中

同
表
の
中

欄
に
掲
げ

る
字
句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る

。
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改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

（
略
）

 
（
略
）

 

２
～
４
 
（
略
）

 
２
～
４

 
（
略
）

 

５
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
の
う
ち
、
自
家
用
の
乗
用
の
も
の
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
３
３
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
３
４
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
３
４
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
３
４
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

３
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成

３
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

 

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
（

軽
自
動
車

税
の
種
別

割
の
賦
課

徴
収
の
特

例
）

 

第
１
６
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関

し
、
３
輪

以

上
の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交

通
大

臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣

の
認

定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の

と
す

る
。

 

第
１

６
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動

車
税
の
種
別
割
の

賦
課
徴
収

に
関
し
、

３
輪
以

上
の
軽
自
動

車
が
前
条

第
２
項
か

ら
第
４
項

ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
の
判
断

を
す
る
と

き
は
、
国

土
交
通
大

臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条

の
２
第
１
項
に

規
定
す
る

国
土
交
通

大
臣
の
認

定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
基
づ

き
当
該
判

断
を
す
る

も
の
と
す

る
。

 

２
及
び
３
 
（
略
）

 
２
及
び

３
 
（
略

）
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 江
差
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
９
年
条
例
第
３
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
４
条
に
よ
る
改
正
】

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

第
１
条
の
２
 
江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

第
１
条
の
２
 
江
差
町

税
条
例
（
昭
和

２
５
年
条
例

第
２
１
号
）
の
一

部
を
次
の
よ

う

に
改
正
す
る
。
 

 
（
中
略
）
 

 
（
中
略
）
 

 
附
則
第
１
５
条
の
次
に
次
の
５
条
を
加
え
る
。
 

 
附
則
第
１
５
条
の
次

に
次
の
５
条

を
加
え
る
。

 

 
（
中
略
）
 

 
（
中
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
の
税

率
の
特
例
）

 

第
１
５
条
の
６
 
営
業
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

。
 

第
１
５
条
の
６
 
営
業
用
の
三
輪

以
上
の
軽

自
動
車

に
対
す
る
第
８
１
条
の
４
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
次
の

表
の

左
欄
に
掲

げ
る
同
条

の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ

同
表

の
右
欄
に

掲
げ
る
字

句
と
す
る

。
 

（
略
）

 
 
（
略
）

 

２
 
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４
（
第
３
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
１
０
０

分
の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
２
」
と
す
る
。

 

２
 
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
す
る

第
８

１
条
の
４

（
第
３
号

に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
適
用

に
つ
い
て

は
 
 

 
 
 
、
同
号
中
「
１
０
０

分
の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「

１
０
０
分

の
２

」
と
す
る

。
 

附
則
第
１
６
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、

同
条
第
１
項
中
「
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
６

０
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お

い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
」

を
「
法
附
則
第
３
０
条
」
に
、
「
平
成
３
１
年
度
分
」
を
「
当
該
軽
自
動
車
が
最
初

附
則
第
１
６
条
の
見
出
し
中

「
軽
自
動

車
税

」
の
次
に

「
の
種
別
割

」
を
加
え
、

同
条
第
１
項
中
「
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
６

０
条
第
１

項
後
段
の

規
定
に
よ

る
」
を
「
最
初
の
法
第
４
４

４
条
第

３
項
に
規
定
す
る
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改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し

て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車

税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改

め
、

「
軽

自
動
車

税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」

を
加
え

、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に

改
め

る
。

 

 
（
略
）

 
 
（
略
）

 

 
（
後
略
）

 
 
（
後
略
）
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 江
差
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
３
０
年
条
例
第
１
６
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
５
条
に
よ
る
改
正
】

 

改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 

第
１

条
 

江
差

町
税

条
例

（
昭

和
２

５
年

条
例

第
２

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正
す
る
。
 

第
１

条
 

江
差

町
税

条
例

（
昭

和
２

５
年

条
例

第
２

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正
す
る
。
 

 
（
中
略
）
 

 
（
中
略
）
 

第
４
８
条
第
１
項
中
「
に
よ
る
申
告
書
」
の
次
に
「
（
第
１
０
項
、
第
１
１
項
及

び
第

１
３

項
に

お
い

て
「

納
税

申
告

書
」

と
い

う
。
）
」

を
加

え
、

同
条

第
７

項
中

「
第
５
２
条
第
２
項
」
を
「
第
５
２
条
第
４
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と

し
、

同
条

第
６

項
を

同
条

第
８

項
と

し
、

同
条

第
５

項
中

「
第

３
項

の
場

合
」

を

「
第
５
項
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
７
項
と
し
、
同
条
第
４
項
を
同
条
第

６
項
と
し
、
同
条
第
３
項
中
「
第
５
項
第
１
号
」
を
「
第
７
項
第
１
号
」
に
改
め
、

同
項

を
同

条
第

５
項

と
し

、
同

条
第

２
項

中
「

法
の

施
行

地
に

本
店

若
し

く
は

主

た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
」
を
「
内
国
法
人
」
に
、「

第
３
２

１
条
の
８
第
２
４
項
」
を
「
第
３
２
１
条
の
８
第
２
６
項
」
に
、「

前
項
」
を
「
第

１
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
１
項
の
次
に
次
の
２
項
を
加

え
る
。

 

第
４
８
条
第
１
項
中
「
に
よ

る
申
告
書

」
の
次
に
「
（
第
１
０
項

及
び
第
１

１
項

 
 

 
 

 
に

お
い

て
「

納
税

申
告

書
」

と
い

う
。
）
」

を
加

え
、

同
条

第
７

項
中

「
第
５
２
条
第
２
項
」
を
「
第
５
２
条

第
４
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
９
項
と

し
、

同
条

第
６

項
を

同
条

第
８

項
と

し
、

同
条

第
５

項
中

「
第

３
項

の
場

合
」

を

「
第
５
項
の
場
合
」
に
改
め

、
同
項
を
同
条
第
７
項

と
し
、
同
条
第
４
項
を

同
条

第

６
項
と
し
、
同
条
第
３
項
中
「
第
５

項
第
１
号
」
を
「
第
７
項
第
１

号
」
に

改
め

、

同
項

を
同

条
第

５
項

と
し

、
同

条
第

２
項

中
「

法
の

施
行

地
に

本
店

若
し

く
は

主

た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業

所
を
有

す
る
法
人
」
を
「

内
国
法
人
」
に
、「

第
３

２

１
条
の
８
第
２
４
項
」
を
「
第
３
２

１
条
の
８
第
２
６
項
」
に
、「

前
項
」
を
「

第

１
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
４

項
と
し

、
同
条

第
１
項
の
次

に
次
の
２

項
を

加

え
る
。
 

２
 

法
の

施
行

地
に

本
店

又
は

主
た

る
事

務
所

若
し

く
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

６
６

条
の

７
第

４
項

及
び

第
１

０
項

又
は

第
６

８
条

の
９

１
第

４
項

及
び

第
１

０
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
は

、
法

第
３

２
１

条
の

８
第

２
４

項
及

び
令

第
４

８
条

の
１

２
の

２
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
控

除
す

べ
き

額
を

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 

法
の

施
行

地
に

本
店

又
は

主
た

る
事

務
所

若
し

く
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別

措
置
法
第

６
６

条
の

７
第

４
項

及
び

第
１

０
項

又
は

第
６

８
条

の
９

１
第

４
項

及
び

第
１

０
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
は

、
法

第
３

２
１

条
の

８
第

２
４

項
及

び
令

第
４

８
条

の
１

２
の

２
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
控

除
す

べ
き

額
を

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納

付
す
べ
き

法
人
税
割
額

か
ら
控
除
す
る
。
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改
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後

 
現
 

 
行

 

３
 

内
国

法
人

が
、

租
税

特
別

措
置

法
第

６
６

条
の

９
の

３
第

４
項

及
び

第
１

０

項
又

は
第

６
８

条
の

９
３

の
３

第
４

項
及

び
第

１
０

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

は
、

法
第

３
２

１
条

の
８

第
２

５
項

及
び

令
第

４
８

条
の

１
２

の
３

に
規

定
す

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

控
除

す
べ

き
額

を
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

３
 

内
国

法
人

が
、

租
税

特
別

措
置

法
第

６
６

条
の

９
の

３
第

４
項

及
び

第
１

０

項
又

は
第

６
８

条
の

９
３

の
３

第
４

項
及

び
第

１
０

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

は
、

法
第

３
２

１
条

の
８

第
２

５
項

及
び

令
第

４
８

条
の

１
２

の
３

に
規

定
す

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

控
除

す
べ

き
額

を
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か

ら
控
除
す

る
。
 

第
４
８
条
に
次
の
８
項
を
加
え
る
。

 
第
４
８
条
に
次
の
３
項

を
加
え
る
。

 

１
０

 
法

第
３

２
１

条
の

８
第

４
２

項
に

規
定

す
る

特
定

法
人

で
あ

る
内

国
法

人

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

納
税

申
告

書
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

法
人

の
町

民
税

の
申

告
に

つ
い

て
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

条
第

４
２

項
及

び
施

行
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

納
税

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
も

の
と

さ
れ

て
い

る
事

項
（

次
項

及
び

第
１

２
項

に
お

い
て

「
申

告
書

記
載

事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
７
６
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続

用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
（
第
１
２
項
に
お

い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
に
よ
り
町
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
０

 
法

第
３

２
１

条
の

８
第

４
２

項
に

規
定

す
る

特
定

法
人

で
あ

る
内

国
法

人

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

納
税

申
告

書
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

法
人

の
町

民
税

の
申

告
に

つ
い

て
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

条
第

４
２

項
及

び
施

行
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

納
税

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
も

の
と

さ
れ

て
い

る
事

項
（

次
項

 
 

 
 

 
 

に
お

い
て

「
申

告
書

記
載

事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
７
６

２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
地

方
税
関
係

手
続

用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

、
か
つ

、
地
方
税
共
同
機
構
（

第
１
２

項
に
お

い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由

し
て
行
う
方
法
そ
の
他
施
行

規
則
で
定

め
る

方
法
に
よ
り
町
長
に
提
供
す
る
こ

と
に
よ
り
、
行

わ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

１
１

 
前

項
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

た
同

項
の

申
告

に
つ

い
て

は
、

申
告

書
記

載

事
項

が
記

載
さ

れ
た

納
税

申
告

書
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

と
み

な
し

て
、

こ
の

条
例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

１
１

 
前

項
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

た
同

項
の

申
告

に
つ

い
て

は
、

申
告

書
記

載

事
項

が
記

載
さ

れ
た

納
税

申
告

書
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

と
み

な
し

て
、

こ
の

条
例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規

則
の
規
定

を
適
用
す
る

。
 

１
２

 
第

１
０

項
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

た
同

項
の

申
告

は
、

申
告

書
記

載
事

項

が
法

第
７

６
２

条
第

１
号

の
機

構
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

（
入

出
力

装
置

を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
同
項
に
規
定
す

１
２

 
第

１
０

項
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

た
同

項
の

申
告

は
、

 
 

 
 

 
 

 

 
法

第
７

６
２

条
第

１
号

の
機

構
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

（
入

出
力

装
置

を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に

同
項
に
規

定
す
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る
町
長
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

る
町
長
に
到
達
し
た

も
の
と
み
な
す
。
 

１
３

 
第

１
０

項
の

内
国

法
人

が
、

電
気

通
信

回
線

の
故

障
、

災
害

そ
の

他
の

理

由
に

よ
り

地
方

税
関

係
手

続
用

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
で

、
か

つ
、

同
項

の
規

定
を

適
用

し
な

い
で

納
税

申
告

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
同

項
の

規
定

を
適

用
し

な
い

で
納

税
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
に

つ
い

て
町

長
の

承
認

を
受

け
た

と
き

は
、

当
該

町
長

が
指

定
す

る
期

間
内

に
行

う
同

項
の

申
告

に
つ

い
て
は
、
前
３
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
法
人
税
法
第
７
５
条
の
４
第
２
項

の
申

請
書

を
同

項
に

規
定

す
る

納
税

地
の

所
轄

税
務

署
長

に
提

出
し

た
第

１
０

項
の

内
国

法
人

が
、

当
該

税
務

署
長

の
承

認
を

受
け

、
又

は
当

該
税

務
署

長
の

却
下

の
処

分
を

受
け

て
い

な
い

旨
を

記
載

し
た

施
行

規
則

で
定

め
る

書
類

を
、

納
税

申
告

書
の

提
出

期
限

の
前

日
ま

で
に

、
又

は
納

税
申

告
書

に
添

付
し

て
当

該
提

出
期

限
ま

で
に

、
町

長
に

提
出

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

税
務

署
長

が
指

定
す
る
期
間
内
に
行
う
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

 

１
４

 
前

項
前

段
の

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

内
国

法
人

は
、

同
項

前
段

の
規

定

の
適

用
を

受
け

る
こ

と
が

必
要

と
な

つ
た

事
情

、
同

項
前

段
の

規
定

に
よ

る
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
期

間
そ

の
他

施
行

規
則

で
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書

に
施

行
規

則
で

定
め

る
書

類
を

添
付

し
て

、
当

該
機

関
の

開
始

の
日

の
１

５
日
前
ま
で
に
、
こ
れ
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

１
５

 
第

１
３

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

て
い

る
内

国
法

人
は

、
第

１
０

項
の

申

告
に

つ
き

第
１

３
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

を
や

め
よ

う
と

す
る

と
き
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は
、

そ
の

旨
そ

の
他

施
行

規
則

で
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
届

出
書

を
町

長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
６

 
第

１
３

項
前

段
の

規
定

の
適

用
を

受
け

て
い

る
内

国
法

人
に

つ
き

、
法

第

３
２

１
条

の
８

第
５

１
項

の
処

分
又

は
前

項
の

届
出

書
の

提
出

が
あ

つ
た

と
き

は
、

こ
れ

ら
の

処
分

又
は

届
出

書
の

提
出

が
あ

つ
た

日
の

翌
日

以
後

の
第

１
３

項
前

段
の

期
間

内
に

行
う

第
１

０
項

の
申

告
に

つ
い

て
は

、
第

１
３

項
前

段
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前

段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

１
７

 
第

１
３

項
後

段
の

規
定

の
適

用
を

受
け

て
い

る
内

国
法

人
に

つ
き

、
第

１

５
項

の
届

出
書

の
提

出
又

は
法

人
税

法
第

７
５

条
の

４
第

３
項

若
し

く
は

第
６

項
（
同
法
第
８
１
条
の
２
４
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
処

分
が

あ
つ

た
と

き
は

、
こ

れ
ら

の
届

出
書

の
提

出
又

は
処

分
が

あ
つ

た
日

の
翌

日
以

後
の

第
１

３
項

後
段

の
期

間
内

に
行

う
第

１
０

項
の

申
告

に
つ

い
て

は
、
第
１
３
項
後
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同

日
以
後
新
た
に
同
項
後
段
の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
 
（
後
略
）

 
 
（
後
略
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
平
成
３

０
年
４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る
。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に

定
め
る
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

(
1
)
～
(
4
)
 

（
略
）

 
(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
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(
5
)
 

第
１

条
中

江
差

町
税

条
例

第
２

３
条

第
１

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

４
８

条
第

１
項

の
改

正
規

定
並

び
に

同
条

に
８

項
を

加
え

る
改

正
規

定
並

び
に

次
条

第
４
項
の
規
定
 
平
成
３
２
年
４
月
１
日

 

(
5
)
 

第
１

条
中

江
差

町
税

条
例

第
２

３
条

第
１

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

４
８

条
第

１
項

の
改

正
規

定
並

び
に

同
条

に
３

項
を

加
え

る
改

正
規

定
並

び
に

次
条

第
４
項
の
規
定
 
平
成
３
２
年
４

月
１
日
 

(
6
)
～
(
1
0
)
 
（
略
）
 

(
6
)
～
(
1
0
)
 
（
略
）
 

（
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

（
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
及
び
３
 
（
略
）
 

２
及
び
３
 
（
略
）
 

４
 

新
条

例
第

２
３

条
第

１
項

及
び

第
３

項
並

び
に

第
４

８
条

第
１

０
項

か
ら

第
１

７
項

ま
で

の
規

定
は

、
前

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
以

後
に

開
始

す

る
事

業
年

度
分

の
法

人
の

町
民

税
及

び
同

日
以

後
に

開
始

す
る

連
結

事
業

年
度

分

の
法

人
の

町
民

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

に
開

始
し

た
事

業
年

度
分

の
法

人

の
町

民
税

及
び

同
日

前
に

開
始

し
た

連
結

事
業

年
度

分
の

法
人

の
町

民
税

に
つ

い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

４
 

新
条

例
第

２
３

条
第

１
項

及
び

第
３

項
並

び
に

第
４

８
条

第
１

０
項

か
ら

第
１

２
項

ま
で

の
規

定
は

、
前

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
以

後
に

開
始

す

る
事

業
年

度
分

の
法

人
の

町
民

税
及

び
同

日
以

後
に

開
始

す
る

連
結

事
業

年
度

分

の
法

人
の

町
民

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

に
開

始
し

た
事

業
年

度
分

の
法

人

の
町

民
税

及
び

同
日

前
に

開
始

し
た

連
結

事
業

年
度

分
の

法
人

の
町

民
税

に
つ

い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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改
 
正
 
条
 
項

〇
第
２
条

１
　

令
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

（
課
税
額
）

　
〇
　
課
税
限
度
額
の
引
上
げ

基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）
に
係
る
課
税
限
度
額
を
政
令
基
準
に
あ
わ
せ
て
改
正
す
る
。

（
現
　
行
）

　
５
４
万
円

⇒
（
改
正
後
）
　
６
１
万
円

○
第
２
３
条

２
　

令
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

（
保
険
税
の
軽
減
）

 
〇
 
低
所
得
者
の
保
険
税
に
対
す
る
財
政
支
援
の
強
化
（
応
益
割
保
険
税
の
軽
減
対
象
世
帯
の
拡
大
）

　
①
　
２
割
軽
減
の
拡
大
・
・
・
軽
減
対
象
と
な
る
基
準
額
を
引
き
上
げ
る
。
（
収
入
ベ
ー
ス
で
１
人
あ
た
り
１
万
円
増
額
）

（
現
　
行
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
５

０
万

円
×
被
保
険
者
数
　
（
給
与
収
入
　
約
２
８
７
万
円
　
３
人
世
帯
）

（
改
正
後
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
５

１
万

円
×
被
保
険
者
数
　
（
給
与
収
入
　
約
２
９
２
万
円
　
３
人
世
帯
）

　
②
　
５
割
軽
減
の
拡
大
・
・
・
軽
減
対
象
と
な
る
所
得
基
準
額
を
引
き
上
げ
る
。
【
収
入
ベ
ー
ス
で
１
人
あ
た
り
５
千
円
増
】

（
現
　
行
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
２

７
万

５
千

円
×
被
保
険
者
数
　
【
給
与
収
入
　
約
１
９
０
万
円
、
３
人
世
帯
】

（
改
正
後
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
２

８
万

円
　
　
×
被
保
険
者
数
 
 
【
給
与
収
入
　
約
１
９
３
万
円
、
３
人
世
帯
】

[
現
　
行
]

[
改
正
後
]

応
能
分
（
約
４
４
％
）

応
能
分
（
約
４
４
％
）

７
割

５
割

２
割

７
割

５
割

２
割

軽
減

軽
減

応
益
分
（
約
５
６
％
）

応
益
分
（
約
５
６
％
）

※
　
給
与
収
入
、
３
人
世
帯
の
場
合

江
差

町
国

民
健

康
保

険
税

条
例

の
一

部
改

正
の

概
要

改
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
概
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要

収
入

保 険 料 額

９
８
万
円

１
９
０
万
円

２
８
７
万
円

１
９
３
万
円

２
９
２
万
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

 
（
課
税
額
）
 

 
（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割

額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が
６
１
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税

額
は
６
１
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前

条
第
２
項
の
世
帯
主
を

除
く

。
）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
に
つ

き
算
定
し

た
所

得
割

額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等

割
額
の
合

算
額
と
す

る
。

た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が
５
４
０
，
０
０
０
円
を

超
え
る
場

合
に
お
い
て

は
、
基
礎
課
税

額
は
５
４
０
，
０
０
０
円
と
す
る

。
 

３
及
び
４
 
（
略
）
 

３
及
び
４
 
（
略
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の

減
額
）
 

第
２
３
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
１
０
，

０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
６
１
０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
９
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
１
９
０
，

０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
６
０
，
０
０
０
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
６
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

第
２
３
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ

る
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税

義
務
者
に

対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険

税
の
額
は
、

第
２
条

第
２
項

本
文
の
基
礎

課
税
額
か

ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を

減
額
し
て
得

た
額
（

当
該
減

額
し
て
得
た

額
が
５
４

０
，

０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に

は
５
４

０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第

３
項

本
文

の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

か
ら
ウ

及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額

し
て

得
た

額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

１
９
０

，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合

に
は

１
９

０
，

０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第

４
項
本

文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か

ら
オ

及
び

カ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当

該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
６

０
，

０
０

０
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
６

０
，
０

０
０
円
）
の
合
算
額
と
す
る

。
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１

人
に
つ
き
、
２
８
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る

（
２
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所

得
金

額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円

に
被
保
険

者
及
び
特

定
同
一
世
帯

所
属
者
１

人
に
つ
き
、
２
７
５
，
０
０
０
円

を
加
算
し

た
金
額
を

超
え
な
い
世

帯
に
係
る

42



江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

納
税
義
務
者
（
前
号
に

該
当
す
る
者

を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１

人
に
つ
き
５
１
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納

税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に

規
定

す
る

総
所
得
金

額
及
び
山
林

所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，

０
０
０
円
に

被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世

帯
所
属
者

１

人
に
つ
き
５
０
０
，
０

０
０
円
を
加

算
し
た
金
額
を

超
え
な
い
世

帯
に
係
る

納

税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
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○漂着木造船緊急対策事業の概要              〈所管課：産業振興課〉  
事 業 費：１，０１５千円 
事業主体：江差町  

 事業の必要性  
令和元年５月１０日に町内五厘沢海岸に朝鮮半島からのものと思料される木造船が漂着したが、

船体の一部が五厘沢沖に設置されている定置網の一部に絡まってしまい、そのまま放置すると網が

切断される等の被害が発生する可能性が極めて高かったことから、漂着船を引き上げる等の対策を

緊急に行った。   
 事業の概要  

■内  容  木造船の引き上げ・積込・運搬作業（委託）、廃棄物処理（手数料） 
  重機（バックホウ）で漂着木造船を陸側に移動、廃棄物処理場に運搬し、処理を行う。 
  ・廃棄物手数料   処理費、油種検査等         ９８２千円 
  ・作業委託料    引き上げ・積込・運搬作業       ３３千円 
   合計                       １，０１５千円 

■実施期間  令和元年５月１０日～   
 事業実施状況  
＜漂着状況（ロープは定置網の一部）＞             ＜引き上げ作業＞ 

    
＜引き上げ・船内確認状況＞                        ＜引き上げ終了＞ 
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「
江
差
町
総
合
計
画
策
定
条
例
」
説
明
資
料

■
は
じ
め
に
（
条
例
制
定
の
考
え
方
）

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を

経
て
、
基
本
構
想
を
定
め
る
義
務
付
け
が
廃
止
。

（
平
成
２
３
年
法
律
第
３
５
号
）

二
元
代
表
制
の
意
義
を
踏
ま
え
、
町
民
総
意

の
計
画
と
位
置
づ
け
る
た
め
、
議
会
の
議
決

は
必
要
不
可
欠
。

■
「
目
的
（
第
１
条
）
」

こ
の
条
例
制
定
の
目
的
を
定
め
る
も
の
で
あ
り

条
例
全
体
の
解
釈
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

■
「
定
義
（
第
２
条
）
」

こ
の
条
例
に
用
い
ら
れ
る
用
語
の
意
義
を
定
め

る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
総
合
計
画
は
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の

最
上
位
計
画
と
の
位
置
づ
け
の
も
と
、
基
本
構
想
、

基
本
計
画
、
実
施
計
画
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を

定
め
る
も
の
で
あ
る
。

■
「
総
合
計
画
の
策
定
（
第
３
条
）
」

⇒
町
の
責
務
と
し
て
、
総
合
計
画
の
策
定
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

■
「
審
議
会
へ
の
諮
問
（
第
４
条
）
」

⇒
基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
の
策
定
（
変
更
）
す
る
際
の
審
議
会
へ
の
諮
問
に
つ
い
て
明
記
。

■
「
議
会
の
議
決
（
第
５
条
）
」

⇒
基
本
構
想
の
策
定
（
変
更
）
は
、
議
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
を
明
記
。

■
「
総
合
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
（
第
６
条
）
」

⇒
個
別
の
行
政
分
野
に
お
け
る
計
画
と
総
合
計
画
と
の
整
合
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

＜
分
野
別
計
画
（
例
）
＞

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
・
立
地
適
正
化
計
画
・
地
域
福
祉
計
画
・
子
ど
も
子
育
て
支
援
計
画
等

■
「
総
合
計
画
の
公
表
（
第
７
条
）
」

⇒
協
働
・
共
創
の
観
点
か
ら
積
極
的
な
情
報
公
開
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

■
「
委
任
（
第
９
条
）
」

⇒
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
、
町
長
が
別
に
定
め
る
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

■
附

則

⇒
第
１
項
条
例
の
施
行
日
を
規
定
。

⇒
第
２
項
本
条
例
の
制
定
に
伴
い
、
従
前
の
江
差
町
総
合
計
画
策
定
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
を
規
定
。

⇒
第
３
項
本
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
既
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
審
議
会
委
員
に
つ
い
て
、
本
条
例
施
行
後
に
お

い
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
。

⇒
第
４
項
本
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
現
に
策
定
さ
れ
て
い
る
総
合
計
画
に
つ
い
て
、
本
条
例
施
行
後
に
お
い

て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
。

＜
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
＞

人
口
減
少
問
題
等
、
地
域
課
題
が
山
積
す
る

な
か
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
総
合
計

画
の
策
定
は
必
須
と
判
断
。

■
「
江
差
町
総
合
計
画
策
定
審
議
会
（
第
８
条
）
」

⇒
第
１
項
従
前
の
策
定
審
議
会
条
例
を
廃
止
し
、
本
条
例
に
組
み
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⇒
第
２
項
審
議
会
の
委
員
数
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

⇒
第
３
項
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
つ
い
て
規
則
に
委
任
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

次
期
総
合
計
画
基
本
構
想
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

（
計
画
期
間
：
2
0
2
0
～
2
0
2
9
）
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の概要 

 

 

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を

図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林

環境譲与税を創設する。 

 

◎森林環境税の創設［令和６年度から課税］〔令和６年１月１日施行予定〕 

納税義務者等：個人住民税均等割課税者  

税 率：1,000円（年額） 

賦 課 徴 収：市町村（個人住民税と併せて実施） 

国への払込み：都道府県を経由して税収の全額を交付税及び譲与税特別会計に直接払込み 

 

◎森林環境譲与税の創設［令和元年度から譲与］〔平成３１年４月１日施行〕 

譲 与 総 額：森林環境税の収入額（全額）に相当する額（注１） 

譲 与 団 体：市町村及び都道府県 

使 途：（ 市町村）森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及

啓発等の促進に要する費用 

（都道府県）森林整備を実施する市町村の支援等に要する費用 

譲 与 基 準：（ 市町村）総額の９割に相当する額を私有林人工林面積(5/10)、林業就

業者数(2/10)、人口(3/10)で按分 

※市町村の私有林人工林面積は、林野率により補正 

（都道府県）総額の１割（注２）に相当する額を市町村と同様の基準で按分 

使 途 の公 表：インターネットの利用等の方法により公表 

 

（注１）令和５年度までの間は、暫定的に交付税及び譲与税特別会計における借入れにより対応。借入金は、後

年度の森林環境税の税収の一部をもって確実に償還。 

（注２）制度創設当初は、都道府県への譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。 
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投
票
管
理
者
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
正

 
 

後
 

改
 
 
正

 
 

前
 

別
表
（
第

２
条

関
係
）
 

 
 
報
酬

額
 

選
挙

長
 

１
日

に
つ

き
1
0
,
8
0
0
円

投
票

所
の

投
票

管
理

者
 

１
日

に
つ

き
1
2
,
8
0
0
円

共
通

投
票

所
の

投
票

管
理

者
 

１
日

に
つ

き
1
2
,
8
0
0
円

期
日

前
投

票
所

の
投

票
管

理
者

 
１

日
に

つ
き

1
1
,
3
0
0
円

開
票

管
理

者
 

１
日

に
つ

き
1
0
,
8
0
0
円

投
票

所
の

投
票

立
会

人
 

１
日

に
つ

き
1
0
,
9
0
0
円

共
通

投
票

所
の

投
票

立
会

人
 

１
日

に
つ

き
1
0
,
9
0
0
円

期
日

前
投

票
所

の
投

票
立

会
人

 
１

日
に

つ
き

9
,
6
0
0
円

開
票

立
会

人
 

１
日

に
つ

き
8
,
9
0
0
円

選
挙

立
会

人
 

１
日

に
つ

き
8
,
9
0
0
円

  

別
表
（
第

２
条

関
係
）
 

 
 
報
酬

額
 

投
票

管
理

者
 

1
2
,
3
0
0
円

 

開
票

管
理

者
 

1
0
,
4
0
0
円

 

選
挙

長
 

1
0
,
4
0
0
円

 

選
挙

立
会

人
 

8
,
6
0
0
円

 

投
票

立
会

人
 

1
0
,
5
0
0
円

 

開
票

立
会

人
 

8
,
6
0
0
円
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○
 
平

成
2
9
年

改
正

条
例

１
　
規
定
の
整
備
及
び
新
設

　
令
和
元
年
1
0
月
1
日

 
　

第
1
条

の
2

●
附

則
第

1
5
条

の
3
（

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

減
免

の
特

例
）

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
を
当
面
の
間
北
海
道
が
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
北
海
道
に
お
け
る
自
動
車
税

の
減
免
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
旨
を
明
確
化
し
規
定
す
る
。

　
※
現
行
規
定
に
お
い
て
は
減
免
対
象
と
す
る
で
き
る
が
、
各
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
く
申
請
様
式
等
を
道
の
様
式

　
　
に
よ
り
一
元
化
し
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
規
定
整
備

●
附
則
第
1
5
条
の
3
の
2
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
の
特
例
）
　
　
※
新
設

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
徴
収
を
当
面
の
間
北
海
道
が
行
う
に
あ
た
り
、
市
町
村
条
例
に
基
づ
く
非
課
税
及
び

課
税
免
除
の
対
象
及
び
手
続
を
北
海
道
の
自
動
車
税
の
課
税
免
除
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
旨
の
規
定
の
整
備

江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
等

 
の

 
一

 
部

 
を

 
改

 
正

 
す

 
る

 
条

 
例

 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

条
項

等
改

　
正

　
の

　
概

　
要

　
施
　
行
　
日
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 江

差
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
９
年
条
例
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

 
改
 
正
 
後

 
現
 

 
行

 
第
１
条
の
２
 
江
差
町
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
１
条
の
２
 
江
差
町

税
条
例
の

一
部
を
次

の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

 
（
中
略
）
 

 
（
中
略
）
 

 
附
則
第
１
５
条
の
次
に
次
の
６
条
を
加
え
る
。
 

 
附
則
第
１
５
条
の
次
に
次

の
５
条
を

加
え

る
。
 

 
（
中
略
）
 

 
（
中
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
の

減
免
の
特

例
）

 
第
１
５
条
の
３
 
町
長
は
、
当
分
の
間
、
第
８
１
条
の
８
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

道
知
事
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る

自
動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
町
長
が
定
め
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し

て
は
、
北
海
道
に
お
け
る
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
例
に
よ
り
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免

す
る
。

 
第
１
５
条
の
３
 
町
長
は
、
当
分
の

間
、
第
８
１
条
の

８
の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
、

道
知
事
が
自
動
車
税
の

環
境
性
能

割
を
減
免

す
る
自

動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
町
長
が
定
め
る
三
輪

以
上
の
軽

自
動
車
に

対
し
て

は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
、

軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能

割
を
減
免

す
る
。

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
の
特
例
）

 
 

第
１
５
条
の
３
の
２
 
当
分
の
間
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
お
い
て
、
地
方

税
法
第
４
４
５
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
軽
自
動
車
は
、
第
８
１

条
の
２
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
北
海
道
が
同
法
第
１
４
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
条
例
で
定
め
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
町
長
が
定
め
る
三
輪
以
上
の

軽
自
動
車
と
す
る
。

 
 
（
新
設
）

 
２
 
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
、
同
法
第
４
４
５

条
第
２
項
の
規
定
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ

の
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
北
海
道
に
お
け
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

課
税
免
除
の
例
に
よ
る
。

 
 

 
（
後
略
）

 
 
（
後
略
）
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江差町介護保険条例等の一部を改正する条例 

 

【改正の概要】 

本年 10 月に予定されている消費税率引き上げに伴い、増収分を財源として介護保険料の軽減強

化が行われることとなった。これにより介護保険法施行令および介護保険の国庫負担金の算定等に

関する政令の改正が本年 4月 1 日から施行され、所得の低い第１号被保険者の介護保険料の減額幅

が段階的に引き上げられることとなったため、江差町介護保険条例においても改正を行う。 

 

【改正の内容】 

①軽減対象 

所得区分の第１段階から第３段階が対象となる。 

区分 所得状況 対象者数 

第 1段階 生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税で老齢福

祉年金受給者及び世帯全員が町民税非課税で前年の

合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下 

765 人 

第 2 段階 世帯全員が町民税非課税で前年の合計所得金額＋課

税年金収入額が80万円超120万円以下 
362 人 

第 3 段階 世帯全員が町民税非課税で前年の合計所得金額＋課

税年金収入額が120万円超 
239 人 

  

 ②軽減割合と保険料額 

区 分 
条例で定める

保険料 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

第１段階 
軽減割合 0.5 0.45 0.375 0.3 

保険料 37,500 円 33,700 円 28,100 円 22,500 円

第２段階 
軽減割合 0.75 0.75 0.625 0.5 

保険料 56,200 円 56,200 円 46,800 円 37,500 円

第３段階 
軽減割合 0.75 0.75 0.725 0.7 

保険料 56,200 円 56,200 円 54,300 円 52,500 円

  ○介護保険料基準額：75,000 円。 ※計算例：75,000 円×0.375≒28,100 円 

  ○軽減割合は国が示す標準割合による。 

 

【施行年月日】 

  公布の日（平成 31 年 4 月 1 日適用） 

 

【その他】 

  軽減強化にともない１号被保険者の保険料収入が約 11,000 千円減となるが、低所得者保険料

軽減負担金及び町負担による繰入金（国費 50%、道費 25%、市町村 25%）により補填されること

となる。 
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江
差
町
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 （
保
険
料
率
）
 

第
２
条
 
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。
 

 
(
１
)
～
(
９
)
 
 
(
略
)
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令

和
元
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
２
８
，
１
０
０
円
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の

減
額
賦
課
に
係
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
２
８
，
１
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
、

「
４
６
，
８
０
０
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第
２
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料

の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
２
８
，
１
０
０
円
」
と
あ
る

の
は
、
「
５
４
，
３
０
０
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 附
 
則
（
平
成
３
０
年
条
例
第
１
２
号
）
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
（
略
）
 

（
平
成
３
０
年
度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
け
る
保
険
料
率
の
特
例
）
 

２
 
所
得
の
少
な
い
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
第
３
８

条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
者
の
平
成
３
０
年
度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
お
け
る
保
険
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
３
３
，
７
０
０
円
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）
 

３
 
（
略
）
 

附
 
則
（
令
和
元
年
条
例
第
○
○
号
）
 

 （
保
険
料
率
）
 

第
２
条
 
平
成
３
０
年
度
か

ら
平
成
３

２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

け
る
保
険
料

率
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
第
１

号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め

る
額

と

す
る
。
 

(
１
)
～
(
９
)
 

 
(
略
)
 

（
新
設
）
 

           附
 
則
（
平
成
３
０
年
条
例
第
１

２
号
）
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
（
略
）
 

（
平
成
３
０
年
度
か
ら
平
成
３
２

年
度
ま
で

の
各
年
度

に
お
け
る
保

険
料
率
の
特

例
）
 

２
 
所
得
の
少
な
い
第

１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に

係
る

令
第

３
８

条
第
１
項
第
１
号
に

該
当
す
る
者
の
平

成
３
０
年

度
か
ら
平

成
３
２
年

度
ま
で
の
各

年
度

に
お
け
る
保
険
険
料
率

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
３
３
，
７
０
０

円
と

す
る

。
 

（
経
過
措
置
）
 

３
 
（
略
）
 

（
新
設
）
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江
差
町
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
３
１
年
４
月
１
日

か
ら
適
用

す
る
。

（
経
過
措
置
）
 

２
 
平
成
３
０
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に

よ
る
。
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江
差
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
職
員
）
 

（
職

員
）
 

第
１
０
条
 
（
略
）
 

第
１
０
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、

都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
５
２
条

の
１
９
第
１
項
の
指
定
都
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

３
 

放
課
後
児
童

支
援
員
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す

る
者
で
あ

つ
て
、

都
道
府
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
１
）
～
（
１
０
）
 
（
略
）
 

（
１

）
～
（
１
０
）
 

（
略
）
 

４
・
５
 
（
略
）
 

  
附

 
則

 

こ
の
条
例

は
、

令
和
元

年
７

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

４
・
５
 
（
略
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携

）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

２
 
町
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施
設

の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
２
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
町
長
は
、
家
庭
的
保
育

事
業
者

等
に
よ
る
代
替
保
育
の
提
供

に
係

る
連

携
施
設

の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

め
る
場

合
で
あ

つ
て
、
次
の

各
号
に
掲

げ
る

要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と

き
は
、

前
項
第

２
号
の
規
定

を
適
用
し

な
い

こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
で
き
る
。
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（

略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
町
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
を

適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
新
設
）
 

５
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に

規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
町
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１
）
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
５
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
助
成

を
受
け
て
い
る
者
の
設
置
す
る
施
設
（
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項
に
規
定
す
る

業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

（
２
）
 
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項
及
び
第
３
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
業
務
を

目
的
と
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
１
号
に
規
定
す
る
保

育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
の
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地

方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
 

（
新
設
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
食
事
の
提
供
の
特
例
）
 

（
食
事
の
提
供
の
特
例

）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
搬
入
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
と
す
る
。
 

２
 
搬
入
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か

の
施
設
と
す

る
。
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（

略
）
 

（
４
）
 
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
か
ら
調
理
業
務
を
受
託
し
て
い

る
事
業
者
の
う
ち
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分

に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等
、
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を

有
す
る
と
と
も
に
、
利
用
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態

に
応
じ
た
食
事
の
提
供
や
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
配
慮
、
必
要
な

栄
養
素
量
の
給
与
等
、
利
用
乳
幼
児
の
食
事
の
内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適
切

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
町
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（
家
庭
的
保
育

事
業
者
が
第
２
２
条
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
（
第
２
３
条

第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
に
限
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
）
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
 

（
４
）
 
保
育
所
、
幼
稚
園

、
認
定

こ
ど
も
園
等
か
ら
調
理
業
務

を
受

託
し

て
い

る
事
業
者
の
う
ち
、
当
該
家
庭
的

保
育
事
業

者
等
に
よ

る
給
食
の
趣

旨
を
十
分

に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等

、
調
理
業

務
を
適
切

に
遂
行
で
き

る
能
力
を

有
す
る
と
と
も
に
、
利
用
乳
幼
児

の
年
齢
及

び
発
達
の

段
階
並
び
に

健
康
状
態

に
応
じ
た
食
事
の
提
供
や
、
ア
レ

ル
ギ
ー
、

ア
ト
ピ
ー

等
へ
の
配
慮

、
必
要
な

栄
養
素
量
の
給
与
等
、
 
 
 
 
乳
幼
児
の
食
事
の
内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適
切

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し

て
町
が
適
当
と

認
め
る
も

の
（
家
庭

的
保
育

事
業
者
が
第
２
２
条
に
規
定
す
る

家
庭
的
保
育
事

業
を
行
う

場
所
（
第

２
３
条

第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

者
の
居
宅
に
限

る
。
附
則

第
２
条
第

２
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
家
庭

的
保
育
事
業
を

行
う
場
合

に
限
る
。

）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る
特
例
）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る

特
例
）
 

第
４
５
条
 
（
略
）
 

第
４
５
条
 
（
略
）
 

２
 
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
の
う
ち
、
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項

第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
町
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（
附

則
第
３
条
に
お
い
て
「
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
第
６
条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の
確
保
を

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
新
設
）
 

附
 
則
 

附
 
則
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
食
事
の
提
供
の
経
過
措
置
）
 

（
食
事
の
提
供
の
経
過

措
置
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
に
家
庭
的
保
育
事
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
の
認
可
を
得
た
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
１
０
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
１
５
条
、
第
２
２
条
第
４
号
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
第
２
３
条
第
１
項
本
文
（
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
は
、

利
用
乳
幼
児
へ
の
食
事
の
提
供
を
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
で
調
理
す
る
方
法

（
第
１
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
調
理
設
備
又
は
調

理
室
を
兼
ね
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
調
理
施
設
に
お
い
て
調
理
す
る
方

法
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

施
行
日
以
後
に
家

庭
的
保
育

事
業
（
第

２
２
条

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事

業
を
行

う
場
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ

る
も

の
に

限

る
。
）
の
認
可
を
得
た
施
設

等
に
つ

い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算

し
て

１
０

年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

第
１
５

条
、
第
２
２
条
第
４
号
（
調

理
設

備
に

係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
２

３
条
第

１
項
本
文
（
調
理
員

に
係
る
部

分
に
限
る
。
）

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ

と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当

該
施

設
等

は
、
利
用
乳
幼
児
へ
の
食
事

の
提
供

を
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内

で
調

理
す

る
方

法
（
第
１
０
条
の
規
定
に
よ

り
、
当

該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の

調
理

設
備

又
は

調
理
室
を
兼
ね
て
い
る
他
の

社
会
福

祉
施
設
等
の
調
理
施
設
に
お

い
て

調
理

す
る

方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
行

う
た
め

に
必
要
な
体
制
を
確
保
す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過

措
置
）
 

第
３
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除

く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
つ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
第
５
９
条
第
４
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な

支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
町
が
認
め
る
場
合
は
、
第
６
条
第
１
項
本
文
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
１
０
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、

連
携
施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

第
３
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
つ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
第
５
９
条
第
４
号
に
規
定

す
る
事

業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必

要
な

適
切

な
支

援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

町
が
認

め
る
場
合
は
、
第
６
条
第
１

項
本

文
の

規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か

ら
起
算

し
て
５
年
 
 
を
経
過
す
る
日

ま
で

の
間

、
連

携
施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ

と
が
で

き
る
。
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プレミアム付商品券事業（事務費）の概要 

 

≪補正予算額 ５，１０９千円≫ 

職員手当 225 千円、共済費 44 千円、賃金 297 千円、需用費 305 千円、 

役務費 246 千円、委託費 3,892 千円、備品購入費 100 千円 

            財源：全額国庫補助金 

１． 事業目的 
消費税・地方消費税の 10%への引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩

和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とします。 

２． 購入対象者 
（１）平成 31 年度（2019 年度）住民税非課税者（課税基準日 2019 年１月１日） 

   ※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除きます。 

（２）３歳未満の子が属する世帯の世帯主（基準日６月１日時点の住所地） 

（平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日までの間に生まれた子のいる世帯の世帯主） 

３．制度概要 
（１）利用可能額 

① 上記２(１)の該当者 利用可能額 2.5 万円（購入額２万円） 

② 上記２(２)の該当者 利用可能額 2.5 万円（購入額２万円）×３歳未満の子の数 

※販売単位は５千円（購入額４千円）とし、①の該当者は、５回まで ②の該当

者は、５回に子ども数を乗じた数 

（２）割引率     20％ 

（３）使用期間    令和元年 10 月１日～令和２年２月 29 日 

（４）販売期間    令和元年 10 月１日～令和２年２月７日 

（５）取扱事業者   江差町内で営業する店舗から公募 

（６）販売等委託先  江差商工会（予定） 

  

４．事業スケジュール 
日 程 主 な 内 容 

６月 ・住民税非課税者に購入希望申請を促す 

ための広報活動準備・実施 

（PR チラシ及び商品券申請書発送） 

・３歳未満児子育て世帯主の抽出 

７月～８月 ・住民税非課税者への広報活動実施、 

購入希望申請受付⇒届き次第、順次審査 

・購入引換券の作成、送付準備 

・店舗公募 

９月～ ・購入引換券発送開始 

10 月 ・購入引換券を提示し商品券販売 

10 月～３月 ・商品券の利用、換金処理 

事業執行関係 Q&A 

購入引換券及び商品券を紛

失した場合は？ 

 

答 原則として、購入引換券

及び商品券の再発行はできま

せん。（※ただし、紛失が災

害等の不可抗力による場合は

この限りではない。） 

  また、未使用の商品券の

返金は行いません。 
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予防接種法に基づく風しん追加的対策事業概要 
                              事業費合計 2,125 千円 

                                       国庫支出金 827 千円 

                                       一般財源 1,298 千円 

 

【事業名】  風しん追加的対策事業 

【内 容】  予防接種法施行令の一部を改正する政令が平成 31 年２月１日公布され、これ

まで風しんに係る公的な予防接種の機会がなかった「昭和 37 年 4 月 2 日～昭

和 54 年 4 月 1 日の間に生まれた男性」に対し、風しん第 5 期定期予防接種の

対象者として追加された。  

風しんの発生及び蔓延防止を図る目的で、抗体検査実施後、十分な量の風しん

抗体がないと判断された者に対し予防接種を実施する。 

【開始時期】 令和元年８月 1 日予定（政令施行日：平成３１年２月１日） 

【実施方法】 ①住所地の自治体からクーポン券を発行及び送付。 

       ②対象者はいずれかにおいて公費で抗体検査を受検。 

1) 医療機関 2)健診機関（特定健診の機会、または事業所健診の機会） 

       ③対象者は風しんの抗体検査結果を受け取り、十分な抗体価がない場合、各医

療機関にて公費で風しんの定期予防接種を個別に実施。 

        MR ワクチン 1 バイアルを皮下に注射。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【接種計画】 

         対象人数 抗体検査接種

見込み数 

予防接種

見込み数

①昭和 47 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれ 436 人 270 人 50 人 

②昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれ 506 人 

 合計①＋② 942 人   

 取り組み 

対象者 

昭和 37 年 4 月 2 日生まれ～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性 

①3 か年計画で令和 4 年 3 月 31 日までの間、段階的に実施。 

②1 年目（～令和 2 年 3 月）は、昭和 47 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生ま

れに対し、町からクーポン券を送付する。 

 ※追加的対策の対象で特に若い世代ほど風しん患者数が多く、特に昭和 47 年 4

月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性患者数が対象世代の半数以上を占め

ている。 

③1 年目に送付しない、昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれの男性

についても、希望者には町からクーポン券を発行し、抗体検査を受検できる。 

 ※2 年度目以降の対象者については詳細未定。 
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　７，０１７千円（１１節１，００８千円・１８節６，００９千円）総 事 業 費

江差町教育委員会　生涯学習バス更新事業　説明資料

事 務 事 業 名

担 当 課 係 名 　江差町教育委員会社会教育課

　生涯学習バス更新事業

　８９９ｃｍ×２２９ｃｍ×３１９ｃｍ　以内

　６．９２Ｌ　以内

　ディーゼル車

　２０年程度

　２４５，０００ｋｍ程度

　４２名
車 両 規 格

車 種

経 過 年 数

走 行 距 離 数

乗 車 定 員

長 さ ・ 幅 ・ 高 さ

排 気 量

�現有の生涯学習バス 
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北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約新旧対照表  

 

新 旧 
（略） 

附 則（平成３１年２月１日告示 第４号） 
この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日 から施行す

る。 
附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日 から施行す

る。 

（略） 
附 則（平成３１年２月１日告示 第４号） 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日 から施行す

る。  
別表 別表 

 組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合  組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合 
 ⑴ 市町村 （略）  ⑴ 市町村 （略） 
 ⑵ 一部事務組合及び広域連合  ⑵ 一部事務組合及び広域連合 

区  分 一部事務組合及び広域連合 
石狩管内～後志

管内 （略） 
空知管内 長幌上水道企業団、北空知衛生セン

ター組合、奈井江、浦臼町学校給食組

合、空知教育センター組合、中空知衛

生施設組合、南空知公衆衛生組合、中

空知広域市町村圏組合、西空知広域

水道企業団、滝川地区広域消防事務

組合、深川地区消防組合、砂川地区広

域消防組合、南空知消防組合、砂川地

区保健衛生組合        、

月新水道企業団、桂沢水道企業団、北

空知広域水道企業団、石狩川流域下

水道組合、中空知広域水道企業団、南

空知葬斎組合、空知中部広域連合 
上川管内～胆振

管内 （略） 
日高管内 日高東部衛生組合        

     、日高東部消防組合、日高

中部消防組合、日高中部衛生施設組

合、日高西部消防組合、平取町外２町

衛生施設組合、日高中部広域連合 
十勝管内 南十勝複合事務組合       

   、北十勝２町環境衛生処理組

合、とかち広域消防事務組合 
釧路管内～ （略） 

 

区  分 一部事務組合及び広域連合 
石狩管内～後志

管内 （略） 
空知管内 長幌上水道企業団、北空知衛生セン

ター組合、奈井江、浦臼町学校給食組

合、空知教育センター組合、中空知衛

生施設組合、南空知公衆衛生組合、中

空知広域市町村圏組合、西空知広域

水道企業団、滝川地区広域消防事務

組合、深川地区消防組合、砂川地区広

域消防組合、南空知消防組合、砂川地

区保健衛生組合、北空知葬斎組合、月

新水道企業団、桂沢水道企業団、北空

知広域水道企業団、石狩川流域下水

道組合、中空知広域水道企業団、南空

知葬斎組合、空知中部広域連合 
上川管内～胆振

管内 （略） 
日高管内 日高東部衛生組合、日高地区交通災

害共済組合、日高東部消防組合、日高

中部消防組合、日高中部衛生施設組

合、日高西部消防組合、平取町外２町

衛生施設組合、日高中部広域連合 
十勝管内 南十勝複合事務組合、池北三町行政

事務組合、北十勝２町環境衛生処理

組合、とかち広域消防事務組合 
釧路管内～ （略）   
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北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（略） 

附 則（平成31年1月24日総行市第93

号許可） 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。 

 

別表第１ 

（略） 

大雪清掃組合 

          

釧路東部消防組合 

（略） 

西空知広域水道企業団 

             

北空知衛生施設組合 

（略） 

十勝圏複合事務組合 

           

紋別地区消防組合 

（略） 

北空知衛生センター組合 

        

南宗谷衛生施設組合 

（略） 

（略） 

附 則（平成31年1月24日総行市第93

号許可） 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。 

 

 

 

 

 

別表第１ 

（略） 

大雪清掃組合 

池北三町行政事務組合 

釧路東部消防組合 

（略） 

西空知広域水道企業団 

日高地区交通災害共済組合 

北空知衛生施設組合 

（略） 

十勝圏複合事務組合 

十勝環境複合事務組合 

紋別地区消防組合 

（略） 

北空知衛生センター組合 

北空知葬斎組合 

南宗谷衛生施設組合 

（略）  
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